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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第８期中、第８期及び第10期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権

を発行しておりますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．第９期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成16年 
10月１日 

至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
10月１日 

至平成19年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成17年 
10月１日 

至平成18年 
９月30日 

売上高(千円) 2,890,916 2,476,099 2,899,559 8,828,863 5,002,034 

経常利益又は経常損失(△)

(千円) 
△474,570 △332,509 △5,155 105,110 △480,952 

中間(当期)純利益又は中間

(当期)純損失(△)(千円) 
△326,851 698,269 △337,784 △4,305,694 462,656 

純資産額(千円) 5,544,103 3,277,237 3,235,004 1,584,756 3,473,708 

総資産額(千円) 6,390,147 3,999,980 3,779,487 3,349,216 4,087,322 

１株当たり純資産額(円) 82,440.32 41,682.99 35,438.37 23,449.77 40,086.23 

１株当たり中間(当期)純利益

金額又は中間(当期)純損失金

額(△)(円) 

△6,841.77 9,305.13 △3,923.66 △74,665.34 5,797.30 

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益金額(円) 
― 9,251.63 ― ― 5,788.73 

自己資本比率(％) 86.8 81.9 83.0 47.3 84.4 

営業活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
△564,792 △348,945 △23,289 △782,108 △624,094 

投資活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
△3,136,646 1,229,077 △1,113,678 △3,384,977 997,200 

財務活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
3,221,729 77,548 142,491 3,961,740 447,328 

現金及び現金同等物の中間期

末(期末)残高(千円) 
1,328,447 2,560,491 1,428,767 1,602,810 2,423,244 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](名) 

144 

[62] 

148 

[50] 

136 

[36] 

160 

[36] 

155 

[48] 



(2）提出会社の経営指標等 

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第８期中、第８期及び第10期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権

を発行しておりますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．第９期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。  

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成16年 
10月１日 

至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
10月１日 

至平成19年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成17年 
10月１日 

至平成18年 
９月30日 

売上高(千円) 2,388,945 2,206,606 1,762,685 6,645,710 4,524,159 

経常利益又は経常損失(△)

(千円) 
△236,495 △332,879 △166 167,526 △449,694 

中間(当期)純利益又は中間

(当期)純損失(△)(千円) 
△45,537 676,969 △365,681 △4,436,207 484,944 

資本金(千円) 4,047,248 4,570,789 1,050,115 4,070,476 4,770,992 

発行済株式総数(株) 69,551 80,924 90,852 69,882 88,321 

純資産額(千円) 5,970,511 3,266,032 3,169,234 1,598,621 3,505,491 

総資産額(千円) 6,754,578 3,755,752 3,422,758 3,141,276 3,950,488 

１株当たり純資産額(円) 88,780.98 41,540.48 35,479.77 23,654.93 40,455.71 

１株当たり中間(当期)純利益

金額又は中間(当期)純損失金

額(△)(円) 

△953.21 9,021.29 △4,247.71 △76,928.59 6,076.57 

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額(円) 
― 8,969.42 ― ― 6,067.59 

１株当たり配当額(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率(％) 88.4 87.0 91.8 50.9 88.1 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](名) 

127 

[40] 

135 

[44] 

34 

[23] 

147 

[32] 

144 

[46] 



２【事業の内容】 

 当社グループは、㈱オープンループ(以下 当社)並びに、連結子会社10社及び持分法非適用関連会社１社より構成

されております。  

 当社グループは、かねてよりの懸案であった「戦略立案と事業遂行の機能分離」を図るため、平成19年２月１日を

もって持株会社体制へと移行致しました。従来当社において展開していた「ヒューマンリソーシズ事業（ゼネラルア

ウトソーシング事業及びセールスアウトソーシング事業）」及び「ＩＴセキュリティ事業」は、平成19年２月1日を

もって、連結子会社である㈱オープンループパートナーズに譲渡されております。今後、当社は持株会社としてグル

ープ戦略立案とその遂行管理に特化する一方、連結子会社である㈱オープンループパートナーズは、グループの中核

企業としてその専門的展開を図って参ります。 

なお、当中間連結会計期間において新たに設立された医療機関向け人材紹介及び設備資金調達支援を行う㈱オープ

ンループ・アスクレピオスは当中間連結会計期間において売上は発生しておりません。 

＜ＩＴセキュリティ事業＞ 

 主な事業内容の異動はありません。当中間連結会計期間において㈱オープンループのＩＴセキュリティ事業は、

㈱オープンループパートナーズへ事業譲渡しております。 

＜ゼネラルアウトソーシング事業＞ 

主な事業内容の異動はありません。当中間連結会計期間において㈱オープンループのゼネラルアウトソーシング

事業は、㈱オープンループパートナーズへ事業譲渡しております。また当中間連結会計期間において新たに㈱トッ

プランダーを設立致しました。 

＜セールスアウトソーシング事業＞ 

 主な事業内容の異動はありません。当中間連結会計期間において㈱オープンループのセールスアウトソーシング

事業は、㈱オープンループパートナーズへ事業譲渡しております。 

当社グループは有料職業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者として、厚生労働大臣の許可を受けております。当

中間連結会計期間末において当社グループが保有している許可番号及び有効期限は下記の通りです。 

許可の名称 所轄官庁 取得者名 許可番号 取得年月 有効期限 

有料職業紹介

事業許可  

厚生労働省 

  

  

㈱オープンループ  01-ユ-300068  平成16年２月  平成23年５月  

㈱オープンループ

パートナーズ  
 13-ユ-301936  平成19年２月  平成22年１月 

    
㈱トラスト・エス

ピー・キューブ  
 13-ユ-300456  平成17年２月  平成20年１月 

  

  
  ㈱アスペイワーク   13-ユ-302020  平成19年３月  平成22年２月 

一般労働者派

遣事業許可  

  

厚生労働省 

  

㈱オープンループ  般01-230060  平成15年６月  平成24年２月 

㈱オープンループ

パートナーズ   
 般13-302403  平成19年２月  平成22年１月 

    
㈱トラスト・エス

ピー・キューブ   
 般13-080607  平成15年６月  平成23年10月 

    ㈱アスペイワーク   般13-301927  平成18年８月  平成21年７月 



３【関係会社の状況】 

(1) 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

(注)当中間連結会計期間において新たに設立しましたが、売上が発生しておりませんので、事業の種類別セグメント

上、同社の営業費用は「消去又は全社」に含めております。  

(2) 当中間連結会計期間において取得した関連会社である㈱ＮＡＪは持分法適用範囲から除外しております。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

(注)１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 

２．全社（共通）は、人事、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

(2）提出会社の状況 

(注)１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

  ２．従業員数が前期末に比べ110名減少しましたのは、平成19年２月に連結子会社である㈱オープンループパートナ

ーズへ事業譲渡を行ったことにより従業員が同社へ転籍したことが主な要因であります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主な事業の内容 
議決権の 
所有割合(％) 

関係内容 

 (連結子会社)           

㈱トップランダー 

東京都 

渋谷区  9,000 

建設業界向け人材

アウトソーシング

業務  100.0 

当社と相互にゼネラルアウト

ソーシング業務の受注を受け

ております。 

㈱オープンループ・ア

スクレピオス (注) 

  

東京都 

千代田区  

  

50,000 

医療機関向け人

材紹介及び設備

資金調達支援  

50.0 

当社から資金の貸付を行って

おります。 

役員の兼任 １名 

  平成19年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

ＩＴセキュリティ事業 1 [－] 

ゼネラルアウトソーシング事業 51 [20] 

セールスアウトソーシング事業 58 [14] 

全社（共通） 26 [2] 

合計 136 [36] 

  平成19年３月31日現在

従業員数（名） 34 [23] 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間(平成18年10月１日～平成19年３月31日)におけるわが国経済は、緩やかな拡大基調のもと、

海外経済の拡大を背景に輸出が増加し、良好な業況感のもと設備投資も増加しました。雇用者所得は緩やかに増加

するとともに個人消費も底堅く推移し、内外の需要増加を受け、生産も増加基調にあります。 

 労働需給面において、有効求人倍率、完全失業率等の指標は引き締まり傾向が続いております。企業部門の堅調

な需要に支えられ、人材アウトソーシング業界において売上高は拡大傾向にありますが、スタッフの確保策も課題

となってきております。 

 

 このような環境のもと、当社グループは、当連結会計年度を「強固かつ健全な経営基盤のもと、再びの成長にむ

けた復活を果たす年度」と位置づけ、これまでの「先行投資による新規事業の育成重視型」から「本業集中による

利益追求型」へと企業体質の転換を進めて参りました。 

 また、かねてよりの懸案であった「戦略立案と事業遂行の機能分離」を図るため、平成19年２月１日をもって持

株会社体制へと移行致しました。今後、当社は持株会社としてグループ戦略立案とその遂行管理に特化する一方、

これまで当社において展開されていた事業は連結子会社である㈱オープンループパートナーズが引継ぎ、グループ

の中核企業としてその専門的展開を図って参ります。また、新分野に特化した子会社群でグループを形成し、各社

が独立採算制のもと創造性と専門性を発揮することにより、グループ間のシナジー効果を高め、 終的にグループ

全体の企業価値向上へと繋げて参ります。 

 当中間連結会計期間において、ＩＴセキュリティ事業は、収益性を重視しつつ厳選した案件への取り組みを進め

ました。 

 ヒューマンリソーシズ事業においては、人材ニーズの高まりという追い風のもと、営業力の強化と顧客基盤の再

構築を図りました。㈱アスペイワークにおいては、コールセンター向けに専門性を強化した人材派遣事業を開始致

しました。また、㈱トップランダーは、建築業界向けの専門会社として新たに設立致しました。 

 加えて、医療機関向け人材紹介及び設備資金調達支援を行う新会社として、㈱オープンループ・アスクレピオス

を新たに設立しております。 

 

 以上の取り組みの結果、当中間連結会計期間における連結売上高は、前中間連結会計期間比423百万円増加し、

17.1％増の2,899百万円となりました。主力事業であるヒューマンリソーシズ事業において、アウトソーシング市

場の全般的好調を背景に、建築・物流・フードサービス等を中心に事業が拡大したこと等によるものであります。

 売上総利益は、原価率の低減を図る一方、売上増による増収効果もあり、前中間連結会計期間比165百万円増加

し、25.3％増の819百万円となりました。 

 販売費及び一般管理費は、売上に直結する部門への人員配置の促進、支店の統廃合による賃借料の削減、利用メ

ディア見直しによる募集費の削減、等の経費削減プロジェクト推進の結果として、前中間連結会計期間比120百万

円減少し、12.7％減の831百万円となりました。 

 営業損失は、前中間連結会計期間比286百万円改善し、11百万円となりました。 

 経常損失は、前中間連結会計期間比327百万円改善し、5百万円となりました。  

 営業損益及び経常損益については、第１四半期においては損失計上となったものの、第２四半期において黒字転

換しております。  

 当社は、平成18年12月18日に㈱ＮＡＪの発行済株式数の25.8％に相当する同社株式270株を取得し、同社につき

精査を行って参りましたが、同社より提示された資料、及び説明の内容について株式価値に影響を及ぼす重大な疑

［参考]四半期毎の業績推移                 

  

第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日） 

第２四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

  金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％）

売上高 1,390 100.0 1,509 100.0 

営業利益 △27 △2.0 15 1.0 

経常利益 △27 △2.0 22 1.5 



義が生じたことから、当社は株式譲渡人等に対し、損害賠償等の請求を行うことを決議し、当初予定をしていた持

分法適用関連会社としての会計処理を取りやめ、同社の株式を持分法非適用関連会社として扱うことと致しまし

た。 

 これに伴い、当中間連結会計期間において、株式取得代金351百万円のうち回収の見通しが不確定の301百万円を

関係会社株式評価損とし、特別損失として計上することとなりました。  

 これらの結果、当中間連結会計期間における中間純損失は、337百万円となりました。  

 営業損益及び経常損益については改善しているものの、特別損失310百万円の計上により、中間純損失を計上す

る結果となりました。当社は、㈱ＮＡＪに対する出資金相当額の経済的利益の早期回収に努めていく所存でござい

ます。また、今後このような損失を発生させることがないよう、リスク管理の徹底、投資判断の厳格化を行って参

ります。  

 事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりとなっております。 

①ＩＴセキュリティ事業 

 ＩＴセキュリティ事業は、㈱オープンループ（事業譲渡後は㈱オープンループパートナーズ）ＩＴセキュリティ

本部及び連結子会社である㈱ヒバライバンクにおいて展開されております。 

 売上高は27百万円（前中間連結会計期間比137.1％増）、営業利益は９百万円（前中間連結会計期間は49百万円

の営業損失）となりました。 

 ㈱オープンループ（事業譲渡後は㈱オープンループパートナーズ）ＩＴセキュリティ本部においては、セキュリ

ティ製品のライセンス販売及びコンサルティング売上を計上するとともに、経費の削減を進め、部門損益の黒字化

を達成しております。 

 また、㈱ヒバライバンクにおいては、「hibarai Engine」販売におけるパートナーとの提携を進め、新規案件の

受注・納品を進めております。  

②ヒューマンリソーシズ事業（ゼネラルアウトソーシング事業及びセールスアウトソーシング事業） 

 ヒューマンリソーシズ事業は、主として㈱オープンループ（事業譲渡後は㈱オープンループパートナーズ）ヒュ

ーマンリソーシズ本部及びいずれも連結子会社である㈱トラスト・エスピー・キューブ並びに㈱アスペイワークに

おいて展開されております。 

 ㈱オープンループ（事業譲渡後は㈱オープンループパートナーズ）ヒューマンリソーシズ本部においては、フー

ドサービス、ロジスティクス（物流）、コンストラクション（建築）、セールスプロモーションを事業分野とする

ゼネラルアウトソーシング事業と、ＣＲＭ（コールセンター業務等の運営受託）を事業分野とするセールスアウト

ソーシング事業から構成される人材アウトソーシング業務全般を展開しております。 

 ㈱トラスト・エスピー・キューブにおいては、セールスプロモーション関連の人材アウトソーシング業務を展開

しております。㈱アスペイワークは、当中間連結会計期間より事業を開始し、テレマーケティング事業を行う顧客

に対して、日払いシステムの活用とスタッフの専門性強化を特色とする人材派遣業を展開しております。 

 当中間連結会計期間においては、人材派遣への旺盛な需要を背景に、フードサービス、ロジスティクス、コンス

トラクション等の事業分野において、地域別には、北海道、東北、沖縄等の各地域において、顧客基盤を拡大致し

ました。また、人材募集面においては、費用対効果の観点から利用メディアの選別を行い、募集費を削減しつつ募

集人員の拡大を図ることに成功しております。  

 ゼネラルアウトソーシング事業における売上高は1,542百万円（前中間連結会計期間比24.3％増）、営業利益は

233百万円（前中間連結会計期間は14百万円）となりました。スタッフ確保が課題であるものの、フードサービ

ス・ロジスティクス・コンストラクション等の案件獲得が期を通じて進み、業況は順調に推移しました。 

  セールスアウトソーシング事業における売上高は1,329百万円（前中間連結会計期間比8.7％増）、営業利益は72

百万円（前中間連結会計期間は57百万円の営業損失）となりました。 



(2）財政状態 

 当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より307百万円減少し3,779百万円となっております。 

  現金及び預金が1,103百万円減少し1,372百万円となったこと等から、流動資産は1,195百万円減少し2,484百万円

となりました。一方、投資その他の資産が891百万円増加し1,251百万円となったこと等から、固定資産は887百万

円増加し1,294百万円となっております。 

  負債合計は69百万円減少し544百万円となっております。流動負債は45百万円減少し502百万円となり、固定負債

は23百万円減少し42百万円となっております。 

 純資産合計は3,235百万円となっております。当中間連結会計期間においては、株主総会決議に基づく資本金及

び準備金の額の減少が行われるとともに、新株予約権の行使が行われております。この結果、資本金は3,720百万

円減少し1,050百万円、資本剰余金は129百万円減少し2,889百万円となりました。利益剰余金については、中間純

損失337百万円の計上も併せ、マイナス残高は前連結会計年度末の△3,985百万円から3,612百万円減少し、△372百

万円となりました。自己株式は前連結会計年度末と同額の360百万円となっております。  

 自己資本比率は前連結会計年度末の84.4％から1.4ポイント減少し、83.0％となっております。  

(3）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に対して

994百万円減少し、1,428百万円となりました。財務活動により142百万円を得たものの、営業活動により23百万

円、投資活動により1,113百万円を使用したことによるものです。 

  明細は以下のとおりです。  

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果使用した資金は、23百万円（前中間連結会計期間は348百万円の資金の使用）となりました。 

  増加要因として、関係会社株式評価損301百万円、減価償却費4百万円、貸倒引当金の増加22百万円、その他146

百万円等があったものの、減少要因として、税金等調整前中間純損失314百万円、売上債権の増加133百万円、法人

税等の支払額42百万円等があったことによるものです。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は、1,113百万円（前中間連結会計期間は1,229百万円の資金の獲得）となりまし

た。 

 増加要因として、投資有価証券の売却・償還による収入749百万円等があったものの、減少要因として、投資有

価証券の取得による支出1,503百万円、関係会社株式の取得による支出351百万円等があったことによるものです。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果得られた資金は、142百万円（前中間連結会計期間は77百万円の資金の獲得）となりました。 

  減少要因として、社債の償還による支出30百万円等があったものの、増加要因として、株式の発行による収入97

百万円、少数株主からの払込による収入76百万円等があったことによるものです。 

  営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッシュ・フロ

ーは、前中間連結会計期間においては880百万円のプラスであったのに対し、当中間連結会計期間においては1,136

百万円のマイナスとなっております。  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社のＩＴセキュリティ事業における制作作業は受注生産であり、その制作期間も短いため現在のところ生産実績

は販売実績とほぼ一致しております。従って生産実績に関しては販売実績の欄を参照して下さい。 

 また、ゼネラルアウトソーシング事業、セールスアウトソーシング事業では生産活動を行っておりません。 

(2）受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ゼネラルアウトソーシング事業においては、前日ないし前々日に受注することが多く、受注から売上計上まで

の期間が極めて短いこと、また、セールスアウトソーシング事業については、受注時の業務量がその後の顧客

の要望に合わせて変更されることが多いことにより受注規模を金額で示すことはしておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ITセキュリティ事業 27,575 +137.1 － －  

合計 27,575 +137.1 － －  

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

ITセキュリティ事業 27,575 +137.1 

ゼネラルアウトソーシング事業 1,542,814 +24.3 

セールスアウトソーシング事業 1,329,170 +8.7 

合計 2,899,559 +17.1 

相手先 

前中間連結会計期間 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

㈱もしもしホットライン 443,605 17.9 438,188 15.1 



３【対処すべき課題】 

（当社株式の監理ポスト入りについて ） 

 当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１日よ

り監理ポストに割当てられております。平成15年３月１日より平成18年９月30日までの「猶予期間」において、当社

申請に基づく㈱大阪証券取引所の適合審査を受けておりましたが、適合の認定を受けられないまま猶予期間の期限を

迎えたことから、平成18年10月１日より監理ポストに割当てられたものであります。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取引所の適合審査が継続中であります。上場審査基準に準じた基準に適合

しない場合、整理ポストに割当てられ、上場廃止となるおそれがあります。 

 当社と致しましては、安定した事業基盤を確立し、経営管理体制・リスク管理体制等の維持向上に努め、審査への

適合を果たし、早急に監理ポストから通常ポストへ復帰できますよう役職員一同、引き続き全力を尽くして参りま

す。株主の皆様におかれましては、変わらぬご理解ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。  

  

（持株会社体制への移行） 

 当社グループは、かねてよりの懸案であった「戦略立案と事業遂行の機能分離」を図るため、平成19年２月１日を

もって持株会社体制へと移行致しました。 

 今後、当社は持株会社としてグループ戦略立案とその遂行管理に特化して参ります。 

 これまで当社が展開していた主力事業は、連結子会社である㈱オープンループパートナーズが引継ぎ、その専門的

展開を図って参ります。また、新分野に特化した子会社群でグループを形成し、各社が独立採算制のもと創造性と専

門性を発揮することにより、グループ間のシナジー効果を高め、 終的にグループ全体の企業価値向上へと繋げて参

ります。加えて、Ｍ＆Ａや事業再編を通じて新規事業への進出や新分野への展開を行うことにより、グループ全体の

活力を高め、スピード感と機動性にあふれた経営を実現して参ります。 

  

（「本業集中による、利益追求型の企業体質」への転換） 

 当社グループは、当連結会計年度を「強固かつ健全な経営基盤のもと、再びの成長にむけた復活を果たす年度」と

位置づけ、これまでの「先行投資による新規事業の育成重視型」から「本業集中による利益追求型」へと企業体質の

転換を進めております。 

 収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進め、経営資源の再配分と効率的なオペレーション体制の確立により、営

業力を強化するとともに、顧客基盤の再構築を図り、売上高の増加を伴う利益体質の実現を目指して参ります。 

 採算ベースに達せずかつ将来的にも採算化が見こみ難い案件・事業においては、“製品群の峻別”及び“不採算事

業の再編”を、引き続き実施して参ります。 

 経営管理のプロセスについては、毎週開催される経営会議、毎月開催される人材事業戦略会議等の場において、報

告される項目・数値の徹底的な検証を通じて、目標達成に向けた現場へのフィードバックを実施しております。 

 こうした過程を通じて各自のスキルアップ、人材育成、目標達成環境の整備を図るとともに、客観的かつ公明正大

な評価基準の設定による働きがいのある環境づくりに努めております。  

 グループ子会社が、自らの担当分野となる営業活動に完全に集中できる体制作りを強化し、企業グループ全体の経

営効率の向上及び業容の拡大を図って参ります。また、今後とも聖域を設けることなく、グループ全体において更な

るコスト管理の徹底を図って参ります。 

  

（主要業務別の課題） 

[ ヒューマンリソーシズ事業 ] 

・ウェブ・モバイル募集機能の高度化による、募集活動の費用対効果向上 

・内勤業務の効率化(「カスタマーデータセンター室」の機能強化） 

・採算性の観点から、柔軟に出店施策（新規及び統廃合）を検討・実施 

・セールスアウトソーシング事業においては、ＣＲＭ関連案件の大口・包括受注に注力 

・ゼネラルアウトソーシング事業においては、新規顧客開拓と既存顧客向けクロスセル強化を引き続き推進 

・新規出店の検討 

・コンストラクション（建築）等業態別分社化推進による専門性強化 

・日払いシステムの高度化をもたらす基幹システムの更新 

[ ＩＴセキュリティ事業 ] 

・ＩＴコンサルティング・技術者派遣業務の運営安定化に注力 

（セグメント単体で営業利益を確保できる業務基盤の安定的確保） 



[ 全社 ] 

 財務戦略においては、安定的な財務基盤の確立を踏まえ、資金の集中管理、資産構成の健全化、投資収益率の向上

を進めて参ります。運用面においては、専門子会社㈱オープンループインベストメントを中核として、内規に基づき

十分な調査の上厳選した案件についてのみ、信用リスクに留意しつつ投資を行って参ります。  

 資本政策面においては、収益回復を確実なものとした上で、将来性のある安定的な事業運営を行い、株主の皆様の

理解が得られるよう、株主価値を向上させて参ります。 

 管理体制面においては、個人情報・顧客情報・機密情報等の管理を徹底するため、グループ役職員及びスタッフに

対して、研修や会議等を通じたコンプライアンス（法令遵守）の強化を図って参ります。また、平成20年４月以降に

開始する事業年度から適用される内部統制報告書制度を展望し、平成18年５月に発表し、本年５月に改定した会社法

に基づく「内部統制システム構築の基本方針」のもと、上場企業に求められる適切な評価・検証機能を有する内部統

制システムの確立と強化に努めて参ります。 

  

（企業価値向上のための買収防衛策としての情報開示ルールの導入） 

 当社は、平成18年11月８日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付者が遵守すべき具体的内容を定めた情

報開示ルール（以下「本ルール」）の導入を決議し公表致しました。また、本ルールは、平成18年12月21日開催の第

９回定時株主総会において承認されております。今後毎回の定時株主総会において、株主の皆様のご信任を得た上で

の継続を予定しております。 

 本ルールは、当社取締役会が適用例外と判断した場合を除き、議決権割合が20％以上となることを目的とする大規

模買付行為を行おうとする者に対し、事前に当該買付に係る意向表明書の提出を、また、当社の企業価値又は株主共

同の利益を低下させる買収に該当するか否かを判断するための必要情報の提供を要請しています。そして、当社取締

役会においてそれらに対する一定の検討期間を経た後、弁護士・公認会計士等の外部専門家の助言も仰ぎ慎重に検討

した上で、当社取締役会の意見を取りまとめ公表致します。当社取締役会は、必要に応じ大規模買付者と大規模買付

行為に関する条件等について交渉を行い、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。 

 また、当社取締役会は、大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、会社法・証券取引法・その他関連法令及

び当社定款を遵守し、 も適切と判断した対抗措置を発動します。 

 当社取締役会は、株主共同の利益を守ることを目的として対抗措置を取ることがありますが、大規模買付者を除く

株主の皆様が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。ま

た、当社取締役会が具体的対抗措置を取ることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な

開示を行います。  

  

  以上の総合的実施により、当連結会計年度における安定した事業基盤の確立と成長軌道への復帰を確実なものと

して参ります。    



４【経営上の重要な契約等】 

１．業務提携関係 

 当社は平成19年１月16日開催の取締役会決議に基づき、㈱アスクレピオス及び同社の子会社である㈱アスクレ

ピオス・ヒューマン・リソーシスとの間で、業務資本提携契約を締結しております。 

(1）業務提携の内容 

 ① 医療機関、調剤薬局等における人材紹介・派遣事業（人材教育含む）の共同展開 

 ② 医療機関が行う各種設備投資のコンサルティング、及び資金調達支援システムの共同構築 

 ③ 医療機関におけるＩＴセキュリティサービスの提供 

(2）資本提携の内容 

 ① 共同出資子会社の設立 

  ・商号     株式会社オープンループ・アスクレピオス 

  ・所在地    東京都千代田区 

  ・設立年月日  平成19年１月17日 

  ・事業内容   医療機関向け人材紹介及び設備投資、資金調達支援事業 

  ・資本金    5,000万円 

  ・出資額    ㈱オープンループ 2,500万円 

          ㈱アスクレピオス・ヒューマン・リソーシス 2,500万円 

 ② 資本提携 

   ㈱アスクレピオス及び同社のグループ会社は、当社株式5,000 株を取得し、中期保有をはかるものとす

る。 

  

２．事業譲渡関係 

 当社は、かねてよりの懸案であった「戦略立案と事業遂行の機能分離」を図るため、従来当社㈱オープンルー

プにおいて展開していた「ヒューマンリソーシズ事業」及び「ＩＴセキュリティ事業」を連結子会社である㈱オ

ープンループパートナーズに譲渡することとし、平成18年12月21日開催の当社定時株主総会における承認に基づ

き、平成19年２月１日をもって実施いたしました。 

 ①譲渡事業 

  ＩＴセキュリティ事業及びヒューマンリソーシズ事業（人材派遣、人材アウトソーシング業） 

 ②譲渡財産 

 ③譲渡価格及び決済方法 

 事業譲渡の対価の額については、事業譲渡日現在の譲渡財産に㈱オープンループが付すべき帳簿価額の合計

額となっております。譲受先からの対価の支払は終了しております。 

５【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 科目 金額（千円）  

仕掛品 649 

貯蔵品 1,005 

短期貸付金 1,822 

有形固定資産 24,327 

無形固定資産 10,000 

合計 37,805 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 なお平成19年２月１日に、当社から連結子会社㈱オープンループパートナーズへ事業譲渡に伴い、譲渡事業に属す

る設備として建物及び構築物６百万円、車両運搬具８百万円、工具器具備品９百万円及び無形固定資産10百万円を譲

渡致しました。これにより、上記設備は、提出会社の主要な設備から、国内連結子会社の主要な設備に移管されてい

ます。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(注) 提出日現在の発行数には平成19年６月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 350,000 

計 350,000 

種類 
中間会計期間末現在
発行数(株) 

（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数(株) 
（平成19年６月27日） 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 90,852 90,852 

㈱大阪証券取引所 

ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」 

－ 

計 90,852 90,852 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19に基づく特別決議による新株引受権 

（平成13年12月17日定時株主総会決議） 

 平成13年12月17日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成18年12月31日に終了しました。 

② 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成14年12月17日定時株主総会決議） 

 （平成15年６月６日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 1,752個 1,752個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 1,752株 1,752株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  79,500円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 

平成20年１月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額   79,500円 

資本組入額  39,750円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成14年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は認めないものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



（平成15年12月17日定時株主総会決議） 

 (イ) 

 （平成16年２月27日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 3,312個 3,300個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 3,312株 3,300株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 154,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日から 

平成25年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  154,000円 

資本組入額  77,000円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成15年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



 (ロ) 

 （平成16年12月14日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 838個 828個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 838株 828株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 161,800円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日から 

平成25年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  161,800円 

資本組入額  80,900円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成15年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



（平成16年12月17日定時株主総会決議） 

 （平成17年２月８日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 2,920個 2,895個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 2,920株 2,895株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 205,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年２月９日から 

平成26年12月16日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  205,000円 

資本組入額 102,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成16年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



（平成17年12月22日定時株主総会決議） 

(イ)  

 （平成18年７月26日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 1,593個 1,593個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 1,593株 1,593株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 33,872円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月１日から 

平成21年８月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  33,872円 

資本組入額 16,936円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権

利行使時においても、当社及び当社子

会社の取締役、監査役、従業員並びに

社外協力者等の地位にあることを要

す。  

②新株予約権者の相続人による新株予

約権の行使は認められない。  

③その他の新株予約権の行使の条件

は、本総会以後に開催される取締役会

決議による。  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役会の

承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



(ロ)  

 （平成18年７月26日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 407個 387個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 407株 387株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 33,872円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年12月23日から 

平成27年12月21日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  33,872円 

資本組入額 16,936円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権

利行使時においても、当社及び当社子

会社の取締役、監査役、従業員並びに

社外協力者等の地位にあることを要

す。  

②新株予約権者の相続人による新株予

約権の行使は認められない。  

③その他の新株予約権の行使の条件

は、本総会以後に開催される取締役会

決議による。  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役会の

承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



（平成18年３月27日取締役会決議） 

 （注）１．上記の新株予約権の目的となる株式の数は、平成19年５月31日時点の条件で記載。 

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を

移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」と総称する。）する数は、行使請求に係

る新株予約権の数に1,000万円を乗じ、これを行使価額（以下に定義する。）で除した数とする。但し、行使に

より生じる1 株の100 分の１未満の端数は原則として切捨て、現金による調整は行わない。新株予約権の行使

により端株が発生する場合 には、商法に定める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算す

る。  

３．新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(1) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使請求に係る新株予約権の数に1,000 万円を乗じた額

とする。 

(2) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの金額（以下「行使価額」という。）は、当初、

79,000 円とする。 

（イ）行使価額の修正 

行使価額は、本新株予約権発行の翌取引日以降、各行使日（以下、「修正日」という。）において、(1)修正日

前日までの各3連続取引日（修正日前日を含み、終値のない日を除く。）の、大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の単純平均値、又は(2) 修正日前日までの各７連続取引日（修正日前日を含み、終値の

ない日を除く。）の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値のいずれか低いほう

の90%で、呼値の刻み未満を切捨てた金額に修正される。但し、行使価額は237,000円（下記（ロ）により行使

価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整される。）を上回らず、63,200 円(以下「当初下

限価額」という。)（下記（ロ）により行使価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整され

る。）（以下「下限価額」という。）を下回らないものとする。なお、連続した10 取引日のブルームバーグサ

ービスのエクイティーVAPページにおける、当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下「VWAP」とい

う。）の単純平均値が下限価額を下回った場合、下限価額は、その翌取引日より、下限価額の70%又は当初行使

価額の50%のいずれか高い方の額に再度設定されるものとする。本項に基づき修正された行使価額は修正日（修

正日当日を含む）より有効となり、修正日当日の行使請求も修正された行使価額に基づいて行われるものとす

る。 

 （平成18年４月12日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 150個 150個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 37,974株 （注）1、2 37,974株 （注）1、2 

新株予約権の行使時の払込金額 １個につき10,000,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月13日から 

平成20年４月11日から 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

 １個につき 

発行価額  10,000,000円 

資本組入額  5,000,000円 

 （注）3、4 

同左 

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできない。 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ― 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



（ロ）行使価額の調整 

行使価額は、新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式

を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」は当社

の発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）をいう。              

               既発行       A 

         株式数＋―――――― 

調整後   調整前     時価 

転換価額 ＝ 転換価額×―――――――― 

               B    

          

A=（新規発行・処分株式数）×（１株あたりの発行・処分価額） 

B=（既発行株式数）＋（新規発行・処分株式数） 

 

 また、当社は、当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券若

しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する

場合等にも適宜行使価額を調整する。 

４．資本組入額 

当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。   

③ 合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ19に基づく特別決議による新株引受権 

（平成12年８月31日株式会社トラストワーク定時株主総会決議） 

 （平成12年10月８日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 ― ― 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 59株 59株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 173,913円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成13年８月１日から 

平成20年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額  86,957円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使は

不能。 

その他の権利行使条件については、平

成12年８月31日開催の定時株主総会決

議およびその後の取締役会決議に基づ

き、当社が対象者との間で締結する新

株引受権付与契約において定めるもの

とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止。 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



（平成13年４月10日株式会社トラストワーク臨時株主総会決議） 

 （平成13年６月１日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 ― ― 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 333株 333株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 173,913円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成13年８月１日から 

平成20年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額  86,957円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使不

能。 

その他の権利行使条件、平成13年４月

10日開催の臨時株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株引受権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



（平成13年８月30日株式会社トラストワーク定時株主総会決議） 

 （平成13年10月１日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 ― ― 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 529株 529株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 260,870円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年４月１日から 

平成23年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  260,870円 

資本組入額 130,435円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使不

能。 

その他の権利行使条件については、平

成13年８月30日開催の定時株主総会決

議およびその後の取締役会決議に基づ

き、当社が対象者との間で締結する新

株引受権付与契約に定めるものとす

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



④ 合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成14年８月30日株式会社トラストワーク定時株主総会決議） 

 （平成14年10月６日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成19年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年５月31日） 

新株予約権の数 338個 335個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 761株 755株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 173,913円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年４月１日から 

平成23年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額  86,957円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使不

能 

その他の権利行使条件については、平

成14年８月30日開催の定時株主総会決

議及びその後の取締役会決議に基づ

き、当社が対象者との間で締結する新

株引受権付与契約に定めるものとす

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
― ― 



(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(注)１．減資及び資本準備金の取崩によるものであります。 

  ２．新株予約権の行使によるものであります。 

  

(5）【大株主の状況】 

（注）１．上記の他、自己株式が2,301.6株あります。 

 ２．前事業年度末現在主要株主でなかった株式会社クオンツ及び株式会社クオンツ・キャピタルは、当中間期末で

は主要株主となっております。 

年 月 日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高
（株） 

資本金 
増減額 
（千円） 

資本金 
残高 

（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

平成19年２月22日 

（注）１ 
－ 88,321 △3,770,992 1,000,000 △1,738,962 － 

平成18年10月１日～ 

平成19年３月31日 

（注）２ 

2,531 90,852 50,115 1,050,115 50,115 50,115 

  平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社クオンツ 東京都千代田区紀尾井町４－１３ 20,282 22.32 

株式会社クオンツ・キャピタル 東京都千代田区紀尾井町４－１３  9,288 10.22 

株式会社アスクレピオスヒューマンリソ

ーシス 
東京都千代田区神田錦町３－１８ 5,000 5.50 

駒井 滋 東京都港区 1,799 1.98 

大和証券株式会社  東京都千代田区大手町２丁目六番四号 1,679 1.84 

松井証券株式会社（業務口）  東京都千代田区麹町１－４ 1,673 1.84 

吉川 修 名古屋市中村区 1,240 1.36 

クレディアグリコールスイスエスエー

(常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行) 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 

決済事業部 
1,184 1.30 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 1,149 1.26 

リーマンブラザーズアジアキャピタルカ

ンパニー(常任代理人 リーマン・ブラ

ザーズ証券株式会社) 

東京都港区六本木６丁目10番１号 六本

木ヒルズ森タワー３１階 
839 0.92 

計 － 44,133 48.58 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

(注)１．「完全議決権株式数（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が348株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数348個が含まれております。 

２．端株には当社所有の自己株式0.6株が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

(注) 高・ 低株価は、㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」におけるものでありま

す。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  2,301 －  － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 88,543 88,543 － 

端株 普通株式 8 － － 

発行済株式総数 90,852 － － 

総株主の議決権 － 88,543 － 

  平成19年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数の 
合計 
（株） 

発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合

（％） 

株式会社 

オープンループ 

北海道札幌市中央区北一

条西三丁目２番地 
2,301 － 2,301 2.53 

計 － 2,301 － 2,301 2.53 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

高（円） 43,500 41,500 41,950 39,900 38,100 39,600 

低（円） 18,650 33,200 27,110 34,300 31,500 29,000 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間財務諸表並び

に当中間連結会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平

成18年10月１日から平成19年３月31日まで）の中間財務諸表について、ビーエー東京監査法人により中間監査を受け

ております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１．現金及び預金 ※２   2,574,954     1,372,327     2,476,088  

２．受取手形及び売掛
金     653,763     812,535     679,339  

３．たな卸資産     8,649     1,774     2,223  

４．営業投資有価証
券      20,256     155,846     318,034  

５．その他     221,825     170,136     225,388  

貸倒引当金     △9,620     △27,824     △20,518  

流動資産合計     3,469,828 86.7   2,484,796 65.7   3,680,554 90.0 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産 ※１   24,573     30,757     32,059  

２．無形固定資産                    

(1）営業権   15,000     ―     ―    

(2）のれん    ―     9,679     12,194    

(3）ソフトウェア仮
勘定   11,935     ―     ―    

(4）その他   13,008 39,944   3,141 12,821   2,477 14,671  

３．投資その他の資産                    

(1）投資有価証券   177,232     1,001,724     112,376    

(2）長期貸付金   ―     15,000     ―    

(3）破産更生債権等   1,674,113     1,675,624     1,675,624    

(4）その他   148,629     109,556     107,888    

貸倒引当金   △1,534,342 465,634   △1,550,793 1,251,112   △1,535,853 360,036  

固定資産合計     530,152 13.3   1,294,690 34.3   406,767 10.0 

資産合計     3,999,980 100.0   3,779,487 100.0   4,087,322 100.0 

                     

 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．買掛金     157,648     141,738     145,966  

２．１年以内償還予定
社債     60,000     60,000     60,000  

３．賞与引当金     46,842     42,471     47,128  

４．未払金     92,239     ―     ―  

５．その他     266,667     257,802     294,626  

流動負債合計     623,397 15.6   502,011 13.3   547,721 13.4 

Ⅱ 固定負債                    

１．社債     90,000     30,000     60,000  

２．繰延税金負債     303     9,536     3,276  

３. その他     9,042     2,935     2,616  

固定負債合計     99,345 2.5   42,471 1.1   65,893 1.6 

負債合計     722,742 18.1   544,482 14.4   613,614 15.0 

（資本の部）                    

Ⅰ 資本金     4,570,789 114.3   ― ―   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金     2,818,340 70.4   ― ―   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金     △3,750,044 △93.8   ― ―   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金     △1,769 △0.0   ― ―   ― ― 

Ⅴ 自己株式     △360,077 △9.0   ― ―   ― ― 

資本合計     3,277,237 81.9   ― ―   ― ― 

負債及び資本合計     3,999,980 100.0   ― ―   ― ― 

                     

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     ― ―   1,050,115 27.8   4,770,992 116.7 

２．資本剰余金     ― ―   2,889,088 76.4   3,018,543 73.9 

３．利益剰余金     ― ―   △372,878 △9.9   △3,985,657 △97.5 

４．自己株式     ― ―   △360,117 △9.5   △360,117 △8.8 

株主資本合計     ― ―   3,206,207 84.8   3,443,761 84.3 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

  その他有価証券評
価差額金 

    ― ―   △68,125 △1.8   4,431 0.1 

評価・換算差額等合
計 

    ― ―   △68,125 △1.8   4,431 0.1 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   27,486 0.7   25,515 0.6 

Ⅳ 少数株主持分     ― ―   69,436 1.9   ― ― 

純資産合計     ― ―   3,235,004 85.6   3,473,708 85.0 

負債純資産合計     ― ―   3,779,487 100.0   4,087,322 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,476,099 100.0   2,899,559 100.0   5,002,034 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,821,775 73.6   2,080,017 71.7   3,679,686 73.6 

売上総利益     654,324 26.4   819,541 28.3   1,322,348 26.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   952,326 38.4   831,482 28.7   1,767,350 35.3 

営業損失     298,002 △12.0   11,941 △0.4   445,001 △8.9 

Ⅳ 営業外収益                    

１．受取利息   193     13,435     727    

２．受取配当金   ―     876     1,111    

３．受取手数料   1,292     1,244     2,479    

４．消費税還付加算金   1,399     ―     ―    

５．備品等売却収入   522     ―     ―    

６．その他   1,057 4,465 0.2 182 15,738 0.5 5,971 10,290 0.2 

Ⅴ 営業外費用                    

１．支払利息   3,476     179     3,787    

２．新株発行費   5,332     ―     ―    

３．株式交付費   ―     2,796     8,530    

４．社債発行費   26,745     ―     26,745    

５．投資事業組合投資損失   ―     4,782     4,907    

６．支払手数料   411     ―     747    

７．その他   3,006 38,971 1.6 1,194 8,953 0.3 1,521 46,241 0.9 

経常損失     332,509 △13.4   5,155 △0.2   480,952 △9.6 

Ⅵ 特別利益                    

１．投資有価証券売却益   24,258     1,367     25,828    

２．関係会社株式売却益   3,480     ―     3,480    

３．営業譲渡益 ※３ 970,937     ―     970,937    

４．投資損失引当金戻入益   150,000     ―     150,000    

５. 貸倒引当金戻入益   93,528     ―     81,118    

６. その他   ― 1,242,204 50.1 ― 1,367 0.1 237 1,231,602 24.6 

Ⅶ 特別損失                    

１．投資有価証券売却損   1,523     ―     4,104    

２．投資有価証券評価損   14,499     3,876     27,974    

３．関係会社株式評価損  ※５ ―     301,599     ―    

４．固定資産除却損 ※２ ―     4,792     1,224    

５. 減損損失 ※４ 167,176     ―     186,240    

６. その他   ― 183,199 7.4 ― 310,268 10.7 30,220 249,765 5.0 

税金等調整前中間(当
期)純利益又は税金等
調整前中間純損失(△) 

    726,496 29.3   △314,056 △10.8   500,884 10.0 

法人税、住民税及び事
業税     28,226 1.1   30,291 1.0   38,228 0.8 

少数株主損失     ― ―   6,563 0.2   ― ― 

中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)     698,269 28.2   △337,784 △11.6   462,656 9.2 

                     



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,317,857 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

  １．増資による新株の発行   397  

  ２．転換社債の転換による 

 増加高 
  500,084 500,482 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高     2,818,340 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △4,448,314 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

    中間純利益   698,269 698,269 

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高     △3,750,044 

       



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

  株主資本  

  資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計  

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 3,018,543 △3,985,657 △360,117 3,443,761 

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行  50,115 50,115 ― ― 100,230 

減資 △3,770,992 1,100,010 2,670,982 ― ― 

資本剰余金の取崩 ― △1,279,580 1,279,580 ― ― 

中間純損失 ― ― △337,784 ― △337,784 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ― 

中間連結会計期間中の変動額

合計         

         （千円） 
△3,720,877 △129,455 3,612,779 ― △237,554 

平成19年３月31日残高（千円） 1,050,115 2,889,088 △372,878 △360,117 3,206,207 

  評価・換算差額等  

新株予約権   少数株主持分 純資産合計  

 
その他有価証券評

価差額金  

評価・換算差額等

合計 

平成18年９月30日残高（千円） 4,431 4,431 25,515 ― 3,473,708 

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行  ― ― ― ― 100,230 

減資 ― ― ― ― ― 

資本剰余金の取崩 ― ― ― ― ― 

中間純損失 ― ― ― ― △337,784 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額) △72,557 △72,557 1,971 69,436 △1,149 

中間連結会計期間中の変動額合

計   

          （千円） 
△72,557 △72,557 1,971 69,436 △238,703 

平成19年３月31日残高（千円） △68,125 △68,125 27,486 69,436 3,235,004 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

  株主資本  

  資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計  

平成17年９月30日残高（千円） 4,070,476 2,317,857 △4,448,314 △360,077 1,579,942 

連結会計年度中の変動額           

新株の発行  200,601 200,601 ― ― 401,202 

転換社債の転換 499,915 500,084 ― ― 1,000,000 

当期純利益 ― ― 462,656 ― 462,656 

自己株式の取得 ― ― ― △39 △39 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ― 

連結会計年度中の変動額合計  

         （千円） 700,516 700,685 462,656 △39 1,863,818 

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 3,018,543 △3,985,657 △360,117 3,443,761 

  評価・換算差額等  

新株予約権  純資産合計  

 
その他有価証券評

価差額金  
 為替換算調整勘定

評価・換算差額等

合計 

平成17年９月30日残高（千円） 5,872 △1,058 4,814 ― 1,584,756 

連結会計年度中の変動額           

新株の発行  ― ― ― ― 401,202 

転換社債の転換 ― ― ― ― 1,000,000 

当期純利益 ― ― ― ― 462,656 

自己株式の取得 ― ― ― ― △39 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額) △1,440 1,058 △382 25,515 25,132 

連結会計年度中の変動額合計  

          （千円） △1,440 1,058 △382 25,515 1,888,951 

平成18年９月30日残高（千円） 4,431 ― 4,431 25,515 3,473,708 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 
       

税金等調整前中間(当期)純利益又

は税金等調整前中間純損失（△) 
  726,496 △314,056 500,884 

減価償却費   39,391 4,743 40,649 

連結調整勘定償却   1,486 ― ― 

のれん償却額   ― 3,014 9,107 

貸倒引当金の増減額   △93,528 22,245 △81,118 

賞与引当金の減少額   △2,762 △4,656 △2,476 

投資損失引当金の減少額   △150,000 ― △150,000 

受取利息及び受取配当金   △194 △14,311 △1,839 

支払利息   3,476 179 3,787 

新株発行費   5,332 ― ― 

株式交付費   ― 2,796 8,530 

社債発行費   26,745 ― 26,745 

投資事業組合投資損失    ― 4,782 4,907 

固定資産除却損   ― 4,792 1,224 

投資有価証券評価損   14,499 3,876 27,974 

関係会社株式評価損    ― 301,599 ― 

投資有価証券売却益   △24,258 △1,367 △25,828 

投資有価証券売却損   1,523 ― 4,104 

関係会社株式売却益    △3,480 ― △3,480 

営業譲渡益   △970,937 ― △970,937 

減損損失   167,176 ― 186,240 

売上債権の増減額   134,899 △133,196 109,323 

たな卸資産の増減額   △4,011 448 2,415 

未収消費税等の減少額   103,611 3,565 100,626 

前払費用の減少額   12,800 656 6,254 

破産更生債権等の増加額   △10,882 ― △12,393 

仕入債務の減少額   △83,622 △4,228 △95,304 

未払金の増減額   △69,095 14,971 △51,232 

未払費用の増減額   △8,064 △5,628 5,081 

未払消費税等の増減額   4,694 △27,904 △41,602 

その他   △106,718 146,801 △152,213 

小計   △285,420 9,121 △550,567 

利息及び配当金の受取額   185 9,923 1,848 

利息の支払額   △2,752 △205 △2,219 

法人税等の支払額   △60,958 △42,129 △73,156 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 
  △348,945 △23,289 △624,094 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・ 

フロー 
       

投資有価証券の取得による支出   △213,615 △1,503,145 △495,565 

関係会社株式の取得による支出    ― △351,000 ― 

投資有価証券の売却・償還による

収入 
  432,455 749,397 492,562 

関連会社株式の売却による収入   9,782 ― 9,782 

連結範囲の変更を伴う子会社への

出資による支出 
  △1,172 ― △1,172 

貸付金の回収による収入   18,398 1,845 19,732 

有形固定資産の取得による支出   △13,909 △7,606 △31,105 

有形固定資産の売却による収入   ― ― 286 

無形固定資産の取得による支出   △2,695 △200 △17,230 

営業譲渡による収入   1,000,000 ― 1,000,000 

敷金・保証金の増加   △3,967 △19,913 △6,517 

敷金・保証金の減少   4,631 17,853 43,462 

その他   △830 △909 △17,034 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー 
  1,229,077 △1,113,678 997,200 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 

フロー 
       

短期借入金の純増減額   △850,000 ― △850,000 

長期借入金の返済による支出   △10,100 ― △10,100 

転換社債の発行による収入   973,255 ― 973,255 

社債の償還による支出   △30,000 △30,000 △60,000 

株式の発行による収入   397 97,203 392,211 

割賦債務支払による支出   △1,069 △712 △2,138 

自己株式の取得による支出    ― ― △39 

少数株主からの払込による収入   ― 76,000 ― 

その他   △4,934 ― 4,140 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー 
  77,548 142,491 447,328 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   957,680 △994,477 820,434 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,602,810 2,423,244 1,602,810 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
※ 2,560,491 1,428,767 2,423,244 

         



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

当社グループは、前連結会計年度において

4,305,694千円の当期純損失を計上しまし

た。また、当中間連結会計期間においては、

最終的に中間純利益698,269千円を計上した

ものの、営業損失として298,002千円、経常

損失として332,509千円を計上しておりま

す。 

  営業活動によるキャッシュ・フローについ

ては、前連結会計年度△782,108千円、当中

間連結会計期間も △348,945千円と連続して

マイナスとなっております。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

  当該状況に対応すべく、当社グループは、

「財務体質の再強化」と「顧客構成の割合の

見直しと再構築による売上・利益の回復」に

取り組んでおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17

年11月の総額1,000百万円の円建転換社債型

新株予約権付社債の発行及び全額の株式転換

完了、平成18年２月の㈱ヒューマンアウトソ

ーシングによる営業譲渡による収入1,000百

万円、そして平成18年３月に決議した第三者

割当による新株式及び新株予約権の発行（同

年４月、新株式199百万円、新株予約権4百万

円共払込を完了）を通じて、安定的経営のベ

ースとなる財務基盤の確保をほぼ達成するこ

とができました。 

  「顧客構成の割合の見直しと再構築による

売上・利益の回復」については、平成電電㈱

に傾斜配分されていた経営資源の再配分を急

ピッチで進めており、損益の改善を図ってお

ります。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門におけ

る営業利益黒字化を来期初頭より実現する」

ことを必達の課題として、「事業再編」と

「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の

二面から、具体的施策の実行による早期の効

果発現を目指しております。 

 

  以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構

成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」により、継続企業の前提に関する重

要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、中間連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要

な疑義の影響を反映しておりません。 

当社グループは、前連結会計年度において

営業損失445,001千円、経常損失480,952千円

を計上しました（当期純利益は、462,656千

円を計上）。また、当中間連結会計期間にお

いては営業損失11,941千円、経常損失5,155

千円、中間純損失337,784千円を計上してお

ります。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

  当該状況に対応すべく、当社グループは、

当連結会計年度を「強固かつ健全な経営基盤

のもと、再びの成長に向けた復活を果たす年

度」と位置づけ、これまでの「先行投資によ

る新規事業の育成重視型」から「本業集中に

よる利益追求型」へと企業体質の転換を進め

ております。 

 収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進

め、経営資源の再配分と効率的なオペレーシ

ョン体制の確立により、営業力を強化すると

ともに、顧客基盤の再構築を図り、売上高の

増加を伴う利益体質の実現を目指して参りま

す。 

  

 第１四半期においては営業損益・経常損益

とも赤字にとどまったものの、第２四半期に

おいてはいずれも黒字転換を果たしており、

今後とも、安定した収益基盤を確保すべく、

経営管理体制を強化して参ります。 

  

 また、投資案件においては、安全性及び損

失回避を最優先とし、十分な調査を行い、リ

スク要素を考慮し、厳選された案件のみに限

って行って参ります。 

 

  以上の施策の実行により、継続企業の前提

に関する重要な疑義を解消できるものと判断

しております。従って、中間連結財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を反映しておりませ

ん。 

  当社グループは、前連結会計年度において

4,305,694千円の当期純損失を計上しまし

た。また、当連結会計年度においては、当期

純利益462,656千円を計上したものの、営業

損失として445,001千円、経常損失として

480,952千円を計上しております。 

 以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

 当該状況に対応すべく、当社グループは、

「財務体質の再強化」と「顧客構成の割合の

見直しと再構築による売上・利益の回復」に

取り組んでおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17

年11月の総額1,000百万円の円建転換社債型

新株予約権付社債の発行及び全額の株式転換

完了、平成18年２月の㈱ヒューマンアウトソ

ーシングによる営業譲渡による収入1,000百

万円、そして平成18年３月に決議した第三者

割当による新株式及び新株予約権の発行（同

年４月、新株式199百万円、新株予約権4百万

円共払込を完了）を通じて、安定的経営のベ

ースとなる財務基盤を確保することができま

した。 

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による

売上・利益の回復」については、平成電電㈱

に傾斜配分されていた経営資源の再配分を急

ピッチで進めており、損益の改善を図ってお

ります。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門におけ

る営業利益黒字化を来期初頭より実現する」

ことを必達の課題として、「事業再編」と

「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の

二面から、具体的施策の実行による早期の効

果発現を目指しております。 

 

 以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構

成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」により、継続企業の前提に関する重

要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。 



中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数 ８社  連結子会社の数 10社  連結子会社の数 ８社 

   (子会社は全て連結されており

ます。) 

 (子会社は全て連結されており

ます。) 

  

   連結子会社の名称  連結子会社の名称  連結子会社の名称 

  ㈱トラスト・エスピー・キュー

ブ、㈱ヒバライバンク、㈱ヒュ

ーマンアウトソーシング、㈱オ

ープンループインベストメン

ト、㈲ワイズマネージメント、

㈲ディー・フロンティア、㈲コ

ールスタッフィング、㈲グロー

リービジョン 

 上記のうち、㈱オープンループ

インベストメントは、当中間連

結会計期間において新たに設立

し、また、㈲グローリービジョ

ンは当中間連結会計期間におい

て100％子会社化したため、当中

間連結会計期間より連結の範囲

に含めております。 

㈱オープンループパートナー

ズ、㈱トラスト・エスピー・キ

ューブ、㈱ヒバライバンク、㈱

ヒューマンアウトソーシング、

㈱オープンループインベストメ

ント、㈲ディー・フロンティ

ア、㈲コールスタッフィング、

㈱アスペイワーク、㈱トップラ

ンダー、㈱オープンループ・ア

スクレピオス 

 上記のうち、㈱トップランダー

及び㈱オープンループ・アスク

レピオスは、当中間連結会計期

間において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

 なお、前連結会計年度に㈲ワ

イズマネージメントから㈱トッ

プランダーへ商号変更した連結

子会社は、当中間連結会計期間

において㈱オープンループパー

トナーズへ商号変更しておりま

す。 

㈱トラスト・エスピー・キュー

ブ、㈱ヒバライバンク、㈱オー

プンループインベストメント、

㈱アスペイワーク（旧社名㈲グ

ローリービジョン）、㈱トップ

ランダー（旧社名㈲ワイズマネ

ージメント）、㈱ヒューマンア

ウトソーシング、㈲ディー・フ

ロンティア、㈲コールスタッフ

ィング 

 上記のうち、㈱オープンルー

プインベストメントについて

は、当連結会計年度において新

たに設立したため、また、㈱ア

スペイワーク（旧社名㈲グロー

リービジョン）は当連結会計年

度において100%子会社化したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

       
２．持分法の適用に関する事

項 

 (1）    ―――― (1)持分法を適用していない関連会

社  

 当中間連結会計期間において株

式取得した㈱ＮＡＪにつきまして

は、同社の議決権の25.8％を所有

しておりますが、同社より提示さ

れた資料及び説明の内容について

株式価値に影響を及ぼす重大な疑

義が生じたことから、当社は株式

譲渡人等に対し損害賠償等の請求

を行うことを決議しました。その

ため持分法の適用範囲から除外し

ております。 

 (1）    ―――― 

  (2）前連結会計年度において持分

法適用の関連会社でありました興

和国際有限公司は、当中間連結会

計期間において同社株式を全株売

却致しました。 

(2）    ―――― (2）前連結会計年度において持

分法適用の関連会社であった興

和国際有限公司について、当連

結会計年度において同社株式を

全株売却したため、該当事項は

ありません。   

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、㈲ディー・

フロンティア、㈲コールスタッフ

ィング、㈲ワイズマネージメント

の中間決算日は９月30日、㈲グロ

ーリービジョンの中間決算日は11

月30日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたって、これらの

連結子会社については、中間連結

決算日現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用しており

ます。 

 連結子会社のうち、㈲ディー・

フロンティア、㈲コールスタッフ

ィングの中間決算日は９月30日で

あります。㈱オープンループイン

ベストメントは当中間連結会計期

間より決算日を変更し中間決算日

は６月30日となっております。中

間連結財務諸表の作成にあたっ

て、これらの連結子会社について

は、中間連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

 連結子会社のうち、㈲ディ

ー・フロンティア、㈲コールス

タッフィングの決算日は３月31

日であります。連結財務諸表の

作成にあたって、これらの連結

子会社については、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

 また、㈱アスペイワーク（旧

社名㈲グローリービジョン）及

び㈱トップランダー（旧社名㈲

ワイズマネージメント）は当連

結会計年度より決算日を９月30

日へ変更しております。 

       
 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

しております） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定しております） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

    投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への

出資金  

投資事業有限責任組合

損益のうち、当社及び

一部の連結子会社に帰

属する持分相当損益を

「営業外損益」に計上

するとともに「営業投

資有価証券」及び「投

資有価証券」を加減す

る方法  

  

  

  

  

  ② デリバティブ 

時価法 

②    ―――― 

  

② デリバティブ 

時価法 

  ③ たな卸資産 

イ）仕掛品 

 個別法に基づく原価法 

③ たな卸資産 

イ）仕掛品 

同左 

③ たな卸資産 

イ）仕掛品 

同左 

  ロ）貯蔵品 

 個別法に基づく原価法 

 但し、貯蔵品のうち作業

着等については最終仕入原

価法 

ロ）貯蔵品 

同左 

ロ）貯蔵品 

同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

  建物及び構築物 ３～15年 

車両運搬具及び

工具器具備品 
２～15年 

   

   なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

   

  ② 無形固定資産 

定額法 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

  イ）営業権 

  ５年による定額法を採用

しております。  

イ）   ―――― 

  

イ） ―――― 

  

  ロ）   ―――― 

  

ロ）自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

  

ロ） ―――― 

  

  ハ）   ―――― 

  

ハ）のれん 

 ５年による定額法を採用し

ております。    

ハ）のれん 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

  (3）重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費  

 支出時に全額費用として処

理しております。  

②   ―――― 

  

  

③社債発行費  

 支出時に全額費用として処理

しております。  

(3）重要な繰延資産の処理方法 

①    ―――― 

  

  

②株式交付費  

 支出時に全額費用として処理

しております。   

③    ―――― 

   

(3）重要な繰延資産の処理方法 

①    ―――― 

  

  

②株式交付費   

同左 

  

③社債発行費  

 支出時に全額費用として処理

しております。  

  (4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるた

めに、支給見込額のうち当中間

連結会計期間に負担すべき金額

を計上しております。 

  

  

②賞与引当金 

同左 

  

  

  

  

  

②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるた

めに、支給見込額のうち当連

結会計年度に負担すべき金額

を計上しております。 

  

  (5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。なお、一部の連結子会社

は免税事業者であるため税込

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。  

  

  

  

  

  

  

  

  



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金等調整

前中間純利益は167,176千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。  

 （企業結合に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31

日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号)ならびに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10号)を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。   

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金等調整

前当期純利益は186,240千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。 

────── 

  

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の一部改正） 

 当中間連結会計期間から、改正後の「自己

株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18

年８月11日 改正企業会計基準第１号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 

最終改正平成18年８月11日 改正企業会計基

準適用指針第２号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,448,193千円でありま

す。 

 なお、財務諸表規則の改正による、当連

結会計年度における連結貸借対照表の「純

資産の部」については、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 

────── 

  

────── 

  

（ストック・オプション等に関する会計基準

等） 

 当事業年度より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第

８号 平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平

成18年５月31日）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が21,835千円減少してお

ります。 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

（中間連結貸借対照表） 

「破産更生債権等」は、前中間連結会計期間末は、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間において、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。なお、前中間連結会計期間末の「破産更生債権等」は

18,985千円であります。 

  

 

  

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債権等の増減

額」は、前中間連結会計期間は「売上債権の増減額」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。なお、前中間連結会計期間の「売上債権の増減額」に含

まれている「破産更生債権等の減少額」は、6,196千円でありま

す。 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間末において「営業権」として掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間末より「のれん」として表示して

おります。 

 前中間連結会計期間末において区分掲記しておりました「未払

金」（当中間連結会計期間末77,941千円）は、負債及び純資産の

合計額の100分の５以下となったため、当中間連結会計期間末より

流動負債の「その他」に含めて表示しております。  

  

（中間連結損益計算書）  

 前中間連結会計期間において「新株発行費」として掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間より「株式交付費」として表示し

ております。 

「投資事業組合投資損失」は、前中間連結会計期間まで営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計

期間において、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲

記しました。なお、前中間連結会計期間における「投資事業組合

投資損失」の金額は1,484千円であります。 

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「消費税

還付加算金」（当中間連結会計期間48千円）及び「備品等売却収

入」（当中間連結会計期間83千円）は、それぞれ営業外収益の総

額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より営業外

収益の「その他」に含めて表示しております。 

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「支払手

数料」（当中間連結会計期間259千円）は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より営業外費用

の「その他」に含めて表示しております。  

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資事業組合投資損

失」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。な

お、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含まれている「投資事業組合投資損失」は、1,484千

円であります。 

  前中間連結会計期間において「新株発行費」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間より「株式交付費」として表示

しております。 

 従来「減価償却費」に含めて表示しておりました「営業権の償

却額」は、当中間連結会計期間より「のれん償却額」に含めてお

ります。なお、当中間連結会計期間における従来の「営業権の償

却額」に相当する金額は、3,050千円であります。 

  

  



追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

（不適当な合併等による猶予期間について） 

 当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワ

ークと合併しましたが、㈱大阪証券取引所か

ら、当社は実質的な存続会社ではなく「不適

当な合併等」に該当するため、猶予期間銘柄

に割り当てられております。当社は現在、同

取引所に対して猶予期間解除申請を行ってお

り、適合審査中です。猶予期間満了の平成18

年９月30日までに上場審査基準に準じた基準

に適合しない場合、監理ポストないし整理ポ

ストに割り当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。 

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュ

ー・マーケット―「ヘラクレス」市場におい

て、平成18年10月１日より監理ポストに割当

てられております。平成15年３月１日より平

成18年９月30日までの「猶予期間」におい

て、当社申請に基づく㈱大阪証券取引所の適

合審査を受けておりましたが、適合の認定を

受けられないまま猶予期間の期限を迎えたこ

とから、平成18年10月１日より監理ポストに

割当てられたものであります。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取

引所の適合審査が継続中であります。上場審

査基準に準じた基準に適合しない場合、整理

ポストに割当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。 

 当社と致しましては、安定した事業基盤を

確立し、経営管理体制・リスク管理体制等の

維持向上に努め、審査への適合を果たし、早

急に監理ポストから通常ポストへ復帰できま

すよう役職員一同、引き続き全力を尽くして

参ります。 

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

 当社株式はニッポン・ニュー・マーケット

―「ヘラクレス」市場において、平成18年10

月１日より監理ポストに割当てられておりま

す。これまで当社株式は平成15年３月１日よ

り平成18年９月30日までを「猶予期間」とし

て、当社申請に基づく㈱大阪証券取引所の適

合審査を受けておりましたが、適合の認定を

受けられないまま猶予期間の期限を迎えたこ

とから、平成18年10月１日より監理ポストに

割当てられたものです。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取

引所の適合審査が継続中であります。当社と

致しましては、経営管理体制・リスク管理体

制全般等に関して求められる適正な水準の維

持向上に努め、審査への適合を果たし、監理

ポストから通常ポストへの早期復帰を目指し

て参ります。  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前連結会計年度末 
（平成18年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

105,570千円 12,136千円 108,206千円 

※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 

現金及び預金 59,686千円 

 計 59,686千円 

現金及び預金 59,718千円 

 計 59,718千円 

現金及び預金 59,690千円 

 計 59,690千円 

上記に対する債務         ― 上記に対する債務         ― 上記に対する債務         ― 

     

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 46,084千円 

給与手当 313,611千円 

賞与引当金繰入額 42,764千円 

法定福利費 73,600千円 

募集費 90,908千円 

減価償却費 37,035千円 

賃借料 89,460千円 

支払手数料 39,564千円 

役員報酬 41,880千円 

給与手当 266,729千円 

賞与引当金繰入額 30,978千円 

法定福利費 83,708千円 

募集費 79,112千円 

減価償却費 4,743千円 

賃借料 63,526千円 

支払手数料 47,502千円 

役員報酬 108,546千円 

給与手当 601,890千円 

賞与 82,793千円 

賞与引当金繰入額 37,530千円 

雑給 52,298千円 

法定福利費 152,359千円 

募集費 157,998千円 

減価償却費 40,649千円 

賃借料 161,451千円 

支払手数料 76,029千円 

通信費 55,897千円 

※２      ────── ※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 

  建物及び構築物  2,678千円 

工具器具備品 2,113千円 

計 4,792千円 

建物及び構築物  867千円 

工具器具備品 357千円 

計 1,224千円 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※３ 営業譲渡益 ※３     ────── ※３ 営業譲渡益 

  営業譲渡益は、平成18年２月９日に連結子

会社である㈱ヒューマンアウトソーシング

が、カスタマーサービス関連事業及び関連す

る財産を平成電電コミュニケーションズ㈱に

営業譲渡したことによるものです。  

（営業譲渡の経緯） 

  ㈱ヒューマンアウトソーシングは、平成17

年３月に平成電電㈱から、同社のカスタマー

サービス（インバウンド）関連業務及びそれ

と類似する事業の営業譲渡を受け、事業を行

っておりました。 

  その後、平成電電㈱は平成17年10月３日に

民事再生手続開始の申立てを行い、また同月

21日に㈱ヒューマンアウトソーシングに対す

る業務運営委託契約を解除しました。これに

伴い、当社グループは、前連結会計年度にお

いて、営業権償却に伴う特別損失を計上して

おります。 

  しかしながら、平成電電㈱は、営業譲渡契

約において、自ら（関連会社を通じて行う場

合も含む）本件営業及びそれと類似する事業

を行わない旨を合意していたにもかかわら

ず、上記合意に違反して自ら本件営業を開始

しました。 

  このため㈱ヒューマンアウトソーシング

は、営業譲渡契約に基づき、平成電電㈱が自

ら（関連会社を通じて行う場合も含む）本件

営業及びそれと類似する事業を行ってはなら

ない旨の仮処分決定を求める申立てを平成17

年11月７日付で行い、本申立てに対し東京地

方裁判所より、平成17年12月28日付で仮処分

の決定が出されました。 

  上記を受け、平成電電㈱及び同社スポンサ

ーとして発表されていたドリームテクノロジ

ーズ㈱とその後の対応を交渉しておりました

が、本件営業をドリームテクノロジーズ

（株）100％子会社である平成電電コミュニ

ケーションズ㈱に譲渡することが最良である

との判断に至り、本件営業を譲渡することと

したものです。 

    営業譲渡益は、平成18年２月９日に連結

子会社である㈱ヒューマンアウトソーシング

が、カスタマーサービス関連事業及び関連す

る財産を平成電電コミュニケーションズ㈱

（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に営業

譲渡したことによるものです。  

（営業譲渡の経緯） 

  ㈱ヒューマンアウトソーシングは、平成17

年３月に平成電電㈱から、同社のカスタマー

サービス（インバウンド）関連業務及びそれ

と類似する事業の営業譲渡を受け、事業を行

っておりました。 

  その後、平成電電㈱は平成17年10月３日に

民事再生手続開始の申立てを行い、また同月

21日に㈱ヒューマンアウトソーシングに対す

る業務運営委託契約を解除しました。これに

伴い、当社グループは、前連結会計年度にお

いて、営業権償却に伴う特別損失を計上して

おります。 

  しかしながら、平成電電㈱は、営業譲渡契

約において、自ら（関連会社を通じて行う場

合も含む）本件営業及びそれと類似する事業

を行わない旨を合意していたにもかかわら

ず、上記合意に違反して自ら本件営業を開始

しました。 

  このため㈱ヒューマンアウトソーシング

は、営業譲渡契約に基づき、平成電電㈱が自

ら（関連会社を通じて行う場合も含む）本件

営業及びそれと類似する事業を行ってはなら

ない旨の仮処分決定を求める申立てを平成17

年11月７日付で行い、本申立てに対し東京地

方裁判所より、平成17年12月28日付で仮処分

の決定が出されました。 

  上記を受け、平成電電㈱及び同社スポンサ

ーとして発表されていたドリームテクノロジ

ーズ㈱とその後の対応を交渉しておりました

が、本件営業をドリームテクノロジーズ

（株）100％子会社である平成電電コミュニ

ケーションズ㈱（現 ＤＴコミュニケーショ

ンズ㈱）に譲渡することが最良であるとの判

断に至り、本件営業を譲渡することとしたも

のです。  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

※４ 減損損失 ※４     ────── ※４ 減損損失 

  当社グループは、当中間連結会計期間にお

いて以下のとおり減損損失を認識しまし

た。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金

額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社グループは、製品やサービスの性質、

市場の類似性等を勘案し、事業の種類別セグ

メントを基礎として、ＩＴセキュリティ事

業、ゼネラルアウトソーシング事業、セール

スアウトソーシング事業、共用資産及び子会

社の各別に資産のグルーピングを行っており

ます。  

（減損損失の認識に至った経緯）          

  当社グループは、平成17年10月３日に平成

電電㈱の民事再生手続開始の申立てがあった

ことにより、前連結会計年度において大幅な

当期純損失を計上しました。当中間連結会計

期間においても、当社グループの資産が使用

されている事業に関連して、経営環境の悪化

が未だ一部継続しており、当社グループの資

産に減損が生じている可能性が存在しており

ました。        

  当社グループは、資産のグルーピングを行

ったのち、資産グループから得られる割引前

将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額と

の比較を行いましたが、前者が後者を下回る

資産グループがあったことから、これらの資

産グループについて減損損失を認識すること

としました。          

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額によ

り測定しております。 

 償却性資産については、減価償却計算に用

いられる税法規定等に基づく残存価額を正味

売却価額として算定しておりま

す。          

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

札幌市

中央区

他 

ＩＴセキュ

リティ事業

開発用設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

商標権 

793

18,041

292

 小計 19,128

東京都

新宿区

他 

セールスア

ウトソーシ

ング事業営

業用備品等 

建物附属設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

18,631

18,817

36,525

 小計 73,974

札幌市

中央区

他 

共用資産 

管理用設備

他 

建物附属設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

リース資産 

9,838

13,090

19,257

22,362

 小計 64,548

東京都

新宿区 

㈱ヒバライ

バンク 

営業用資産 

工具器具備品 

ソフトウェア 

1,094

8,431

 小計 9,525

     合計 167,176

     当社グループは、当連結会計年度において

以下のとおり減損損失を認識しました。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金

額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社グループは、製品やサービスの性質、

市場の類似性等を勘案し、事業の種類別セグ

メントを基礎として、ＩＴセキュリティ事

業、ゼネラルアウトソーシング事業、セール

スアウトソーシング事業、共用資産及び子会

社の各別に資産のグルーピングを行っており

ます。  

（減損損失の認識に至った経緯）          

  当社グループは、平成17年10月３日に平成

電電㈱の民事再生手続開始の申立てがあった

ことにより、前連結会計年度において大幅な

当期純損失を計上しました。当連結会計年度

においても、当社グループの資産が使用され

ている事業に関連して、経営環境の悪化が未

だ一部継続しており、当社グループの資産に

減損が生じている可能性が存在しておりまし

た。        

  当社グループは、資産のグルーピングを行

ったのち、資産グループから得られる割引前

将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額と

の比較を行いましたが、前者が後者を下回る

資産グループがあったことから、これらの資

産グループについて減損損失を認識すること

としました。          

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額によ

り測定しております。 

 償却性資産については、減価償却計算に用

いられる税法規定等に基づく残存価額を正味

売却価額として算定しております。          

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

札幌市

中央区

他 

ＩＴセキュ

リティ事業

開発用設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

その他 

793

18,041

4,608

 小計 23,444

東京都

新宿区

他 

セールスア

ウトソーシ

ング事業営

業用備品等 

建物及び構築

物 

車両運搬具 

工具器具備品 

ソフトウェア 

18,784

694

18,817

36,525

 小計 74,821

札幌市

中央区

他 

共用資産 

管理用設備

他 

建物及び構築

物 

工具器具備品 

ソフトウェア 

リース資産 

12,626

15,144

19,599

22,362

 小計 69,733

東京都

新宿区

㈱ヒバライ

バンク 

営業用資産 

工具器具備品 

ソフトウェア 

1,094

8,431

 小計 9,525

― のれん  
連結子会社の

れん 
8,716

     合計 186,240

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※５     ──────  

  

※５ 関係会社株式評価損 

 関係会社株式評価損301,599千円は、持分

法非適用関連会社の株式会社ＮＡＪに対する

ものであります。 

 当社は、株式会社ＮＡＪが行うパソコン等

の機器設置・設定サービスを含む機器販売業

務、それらをサポートするコールセンター業

務、及びインストールセンターの運営、並び

に幅広いＩＴ関連サポートサービス業務の展

開において、当社グループのＩＴセキュリテ

ィ事業との親和性が高く、加えて当社グルー

プで注力するコールセンター業務の直接的強

化につながる事から、平成18年12月18日に株

式会社ＮＡＪの発行済株式数の25.8％に相当

する同社株式270株を取得しました。 

 その後、持分法を適用するために同社の精

査を行って参りましたが、同社より提示され

た資料及び説明の内容について株式価値に影

響を及ぼす重大な疑義が生じたことから、当

社は株式譲渡人等に対し、損害賠償等の請求

を行なうことを決議し、同社を持分法の適用

範囲から除外することに致しました。そのた

め株式取得価額351,000千円のうち、回収の

見通しが不確定の301,599千円を関係会社株

式評価損として計上しております。 

 ※５     ────── 

  



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)普通株式の発行済株式総数の増加2,531株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)１．平成18年新株予約権の当中間連結会計期間減少額は、新株予約権の行使によるもの及び行使により生じる端数の

切捨分であります。 

２．「ストック・オプションとしての新株予約権」には、権利行使期間の初日が到来していないもの（当中間連結会

計期間末残高 3,095千円）が含まれております。その他の上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであ

ります。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)１．普通株式の発行済株式総数の増加18,439株は、第三者割当による新株発行による増加2,739株、転換社債の転換

による増加11,032株及び新株予約権の権利行使による新株の発行による増加4,668株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加0.5株は、端株の買取による増加であります。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 88,321 2,531 － 90,852 

自己株式        

普通株式 2,301.6 － － 2,301.6 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

平成18年新株予約権 普通株式 40,506 － 2,532 37,974 3,450 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － 24,036 

合計 － － － － － 27,486 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式 69,882 18,439 － 88,321 

自己株式        

普通株式 2,301.1 0.5 － 2,301.6 



２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注)１．平成18年新株予約権の当連結会計年度増加額は、新株予約権の発行によるものであります。 

２．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少額は、新株予約権の行使によるものであります。 

３．「ストック・オプションとしての新株予約権」には、権利行使期間の初日が到来していないもの（当連結会計年

度末残高 852千円）が含まれております。その他の上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものでありま

す。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

平成18年新株予約権 普通株式 － 45,164 4,658 40,506 3,680 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － 21,835 

合計 － － － － － 25,515 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 2,574,954千円 

流動資産その他に含まれ
る預け金勘定  

55,248千円 

預入期間が３ヶ月超の定
期預金 

△10,024千円 

担保に供している定期預
金  

△59,686千円 

現金及び現金同等物 2,560,491千円 

現金及び預金勘定 1,372,327千円 

流動資産その他に含まれ
る預け金勘定  

126,191千円 

預入期間が３ヶ月超の定
期預金 

△10,033千円 

担保に供している定期預
金  

△59,718千円 

現金及び現金同等物 1,428,767千円 

現金及び預金勘定 2,476,088千円 

流動資産その他に含まれ
る預け金勘定  

16,871千円 

預入期間が３ヶ月超の定
期預金 

△10,025千円 

担保に供している定期預
金  

△59,690千円 

現金及び現金同等物 2,423,244千円 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額 

中間期

末 

残高相

当額 

工具器具

備品 
42,884 23,983 18,543 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 11,319 3,818 172 

合計 58,195 35,302 22,362 530 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額 

中間期

末 

残高相

当額 

工具器具

備品 
42,884 34,070 8,456 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 14,727 410 172 

合計 58,195 48,797 8,866 530 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額 

期末 

残高相当

額 

工具器具

備品 
42,884 29,232 13,293 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 13,023 2,114 172 

合計 58,195 42,255 15,408 530 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額  

１年内 13,012千円 

１年超 10,630千円 

合計 23,643千円 

リース資産減損
勘定の残高  22,362千円 

未経過リース料中間期末残高相当額  

１年内 7,246千円 

１年超 3,384千円 

合計 10,630千円 

リース資産減損
勘定の残高  8,866千円 

未経過リース料期末残高相当額  

１年内 11,851千円 

１年超 5,220千円 

合計 17,071千円 

リース資産減損
勘定の残高  15,408千円 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料 6,981千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

―千円 

減価償却費相当額 6,552千円 

支払利息相当額 429千円 

減損損失  22,362千円 

支払リース料 6,620千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

6,541千円 

減価償却費相当額 6,226千円 

支払利息相当額 394千円 

減損損失  ―千円 

支払リース料 13,822千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

6,953千円 

減価償却費相当額 12,974千円 

支払利息相当額 847千円 

減損損失  22,362千円 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

２．時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円）

 （注） 当中間連結会計期間において、時価のないその他有価証券について減損処理を実施し、投資有価証券評価損14,499千円を計上してお

ります。 

当中間連結会計期間（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

２．時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円）

 （注） 当中間連結会計期間において、時価のあるその他有価証券について1,986千円、時価のないその他有価証券について303,489千円の減

損処理を実施しております。 

前連結会計年度（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

２．時価評価されていない有価証券 

（単位：千円）

 （注） 当連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について10,365千円、時価のないその他有価証券について17,609千円の減損処

理を実施しております。 

区分 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 150,325 152,578 2,252 

合計 150,325 152,578 2,252 

  中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 12,962 

投資事業有限責任組合出資金 31,947 

区分 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 261,183 239,838 △21,345 

その他 201,244 164,000 △37,244 

合計 462,427 403,838 △58,589 

  中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 61,562 

非上場の内国債券 500,000 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資金 192,169 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 71,126 78,834 7,707 

合計 71,126 78,834 7,707 

区分 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 14,052 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資金 337,524 



次へ 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（平成18年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                                                 （単位：千円）

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された金額に基づき算定しております。 

２．（ ）内の金額は、同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。 

当中間連結会計期間（平成19年３月31日現在） 

 重要性が低いため記載を省略しております。 

前連結会計年度（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                                                 （単位：千円）

 （注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された金額に基づき算定しております。 

２．（ ）内の金額は、同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費の株式報酬費用  2,201千円  

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 当中間連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。  

区分 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち１

年超 
時価 評価損益 

市場取引以外の取引 金利キャップ取引 
250,000 

(3,071) 
250,000 1,842 △1,229 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 80,000 ― △175 △175 

合計 
330,000 

(3,071) 
250,000 1,667 △1,404 

区分 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち１

年超 
時価 評価損益 

市場取引以外の取引 金利キャップ取引 
250,000 

(2,211) 
250,000 849 △1,362 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 80,000 ― △43 △43 

合計 
330,000 

(2,211) 
250,000 806 △1,405 



前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 会社法の施行日（平成18年５月１日）以後に存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 

（注）１．付与数を株式数に換算して記載しております。 

 （１）ストック・オプションの内容  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日 

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役   3名 

当社従業員  37名 

当社取締役   3名 

当社従業員  18名 

当社取締役   4名 

当社従業員  45名 

ストック・オプションの数(注１) 普通株式 146株 普通株式 476株 普通株式 669株 

権利確定条件  （注）２  （注）２   （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 

対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
自 平成13年８月１日 

至 平成20年７月31日 

自 平成13年８月１日 

至 平成20年７月31日 

自 平成15年４月１日 

至 平成23年３月31日 

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  6名 

当社従業員 25名  

  

当社取締役   4名 

当社従業員  74名 

  

当社取締役・監査役  9名

当社従業員     103名

当社子会社の従業員  8名

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式  290株 普通株式 930株 普通株式 3,850株 

権利確定条件  （注）２  （注）２   （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 

対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
自 平成16年１月１日 

至 平成18年12月31日 

自 平成15年４月１日 

至 平成23年３月31日 

自 平成15年７月１日 

至 平成20年１月31日 

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役・監査役  8名 

当社従業員     80名 

当社子会社の従業員  7名 

  

  

当社取締役・監査役  8名 

当社従業員     67名 

当社子会社の取締役  1名 

当社子会社の従業員 10名 

当社の社外協力者   3名 

当社取締役・監査役  9名

当社従業員     103名

当社子会社の従業員  8名

  

  

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式 3,968株 普通株式 1,032株 普通株式 3,000株 

権利確定条件  （注）２  （注）２   （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 

対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
自 平成18年１月１日 

至 平成25年12月31日 

自 平成18年１月１日 

至 平成25年12月31日 

自 平成17年２月９日 

至 平成26年12月16日 

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日 

付与日 平成18年７月26日 平成18年７月26日 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役  5名 

  

当社従業員     20名 

当社子会社の従業員 1名 

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式 1,593株 普通株式 407株 

権利確定条件   （注）２  （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
自 平成18年９月１日 

至 平成21年８月31日 

自 平成19年12月23日 

至 平成27年12月21日 



２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並び

に社外協力者等の地位にあることを要する。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件について

は、当社が対象者との間で締結する付与契約において定めるものとする。 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日 

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 63 333 542 

権利行使 ― ― ― 

失効 2 ― 13 

当連結会計年度末残 61 333 529 

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 25 769 1,783 

権利行使 ― ― 10 

失効 ― 8 10 

当連結会計年度末残 25 761 1,763 

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末 3,383 960 ― 

付与 ― ― ― 

失効 2 5 ― 

権利確定 3,381 955 ― 

未確定残 ― ― ― 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 ― ― 2,920 

権利確定 3,381 955 ― 

権利行使 ― ― ― 

失効 47 87 ― 

当連結会計年度末残 3,334 868 2,920 

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日 

付与日 
平成18年７月26日 

（当社取締役への付与分） 

平成18年７月26日 
（当社及び当社子会社従業員へ

の付与分） 

権利確定前      （株）     

前連結会計年度末 ― ― 

付与 1,593 407 

失効 ― ― 

権利確定 1,593 ― 

未確定残 ― 407 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 ― ― 

権利確定 1,593 ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

当連結会計年度末残 1,593 ― 



２．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法  

(1)使用した算定技法 

  ブラック・ショールズ式 

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法 

 ① 株価変動性   96.15％ 

   平成15年３月１日（㈱トラストワークとの合併日）より平成18年７月26日（付与日）までの 

   株価実績に基づき算定致しました。 

 ② 予想残存期間  当社取締役への付与分         585日（約１年７ヶ月） 

           当社及び当社子会社従業員への付与分 1,975日（約５年５ヶ月） 

   予想残存期間については、十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、 

   権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して算定致しました。 

 ③ 予想配当    当社配当実績より無しとして算定致しました。 

 ④ 無リスク利子率 当社取締役への付与分        0.752％ 

           当社及び当社子会社従業員への付与分 1.446％ 

   予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを使用致しました。 

  

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  平成15年３月以降の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積り算定致しました。 

４．連結財務諸表への影響額 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  21,835千円  

 ② 単価情報  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日 

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日 

権利行使価格      （円） 173,913 173,913 260,870 

行使時平均株価     （円） ― ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ― 

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 

権利行使価格      （円） 701,056 173,913 79,500 

行使時平均株価     （円） ― ― 111,000 

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ― 

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日 

権利行使価格      （円） 154,000 161,800 205,000 

行使時平均株価     （円） ― ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ― 

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日  

付与日 
平成18年７月26日 

（当社取締役への付与分） 

平成18年７月26日 
（当社及び当社子会社従業員へ

の付与分） 

権利行使価格      （円） 33,872 33,872 

行使時平均株価     （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） 13,172 22,357 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日）                                           （単位：千円）

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

 公開鍵暗号や秘密鍵暗号等の研究、その応用技術であるデジタル認証、デジタル封筒、ゼロ知識証明などの情報セキュリティ

基本技術、さらにそれを実際のニーズに適用し、通信の安全を守る技術、プライバシーを保護する技術、安全に決済を行う技

術、デジタルコンテンツの権利を保護する技術などの応用セキュリティ技術の開発を行っております。 

(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

 物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からのアウトソーシングの

総合請負業務を行っております。 

(3）セールスアウトソーシング事業 

 テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っております。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は205,975千円であり、その主なものは、親会社の管理

部門に係る費用であります。 

４．当中間連結会計期間において、投資事業を主たる業務として新たに設立した㈱オープンループインベストメントは、売上が発生し

ておりませんので、事業の種類別セグメント上、同社の営業費用は「消去又は全社」に含めております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日）                                           （単位：千円）

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

 ＩＴセキュリティ技術に関連するコンサルティング、技術者派遣、及び製品・サービスの開発・保守・販売を行っておりま

す。 

 
ＩＴセキュリ

ティ事業 

ゼネラルアウ

トソーシング

事業 

セールスアウ

トソーシング

事業 

計 消去又は全社 連結 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 11,631 1,241,185 1,223,283 2,476,099 ― 2,476,099 

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― 

計 11,631 1,241,185 1,223,283 2,476,099 ― 2,476,099 

営業費用 60,716 1,226,345 1,281,064 2,568,126 205,975 2,774,102 

営業利益又は営業損失（△） △49,085 14,839 △57,781 △92,027 △205,975 △298,002 

 
ＩＴセキュリ

ティ事業 

ゼネラルアウ

トソーシング

事業 

セールスアウ

トソーシング

事業 

計 消去又は全社 連結 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 27,575 1,542,814 1,329,170 2,899,559 ― 2,899,559 

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― 

計 27,575 1,542,814 1,329,170 2,899,559 ― 2,899,559 

営業費用 17,878 1,309,471 1,257,114 2,584,465 327,035 2,911,500 

営業利益又は営業損失（△） 9,696 233,342 72,055 315,094 △327,035 △11,941 



(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

 物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からのアウトソーシングの

総合請負業務を行っております。 

(3）セールスアウトソーシング事業 

 テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っております。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は327,035千円であり、その主なものは、親会社の管理

部門に係る費用であります。 

４．前中間連結会計期間において投資事業を主たる業務として設立した㈱オープンループインベストメント、及び当中間連結会計期間

において人材派遣事業を主たる業務として新たに設立した㈱オープンループアスクレピオスは、売上が発生しておりませんので、

事業の種類別セグメント上、同社の営業費用は「消去又は全社」に含めております。 

前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日）                                               （単位：千円）

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

 ＩＴセキュリティ技術に関連するコンサルティング、技術者派遣、及び製品・サービスの開発・保守・販売を行っておりま

す。 

(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

 物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からのアウトソーシングの

総合請負業務を行っております。 

(3）セールスアウトソーシング事業 

 テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っております。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は409,400千円であり、その主なものは、親会社の管理

部門に係る費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支

店がないため、該当事項はありません。 

 
ＩＴセキュリ

ティ事業 

ゼネラルアウ

トソーシング

事業 

セールスアウ

トソーシング

事業 

計 消去又は全社 連結 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 77,425 2,552,664 2,371,944 5,002,034 ― 5,002,034 

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― 

計 77,425 2,552,664 2,371,944 5,002,034 ― 5,002,034 

営業費用 135,580 2,467,009 2,435,046 5,037,635 409,400 5,447,036 

営業利益又は営業損失（△） △58,154 85,655 △63,101 △35,600 △409,400 △445,001 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 (注)１株当たり中間(当期)純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 41,682円99銭

１株当たり中間純利益金額 9,305円13銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
9,251円63銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 35,438円37銭

１株当たり中間純損失金額  3,923円66銭

１株当たり純資産額 40,086円23銭

１株当たり当期純利益金額 5,797円30銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
5,788円73銭

     

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり中間(当期)純利益金額又は１株当た

り中間純損失金額 
      

中間(当期)純利益又は中間純損失（△) (千円） 698,269 △337,784 462,656 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― － ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間純損

失（△) （千円） 
698,269 △337,784 462,656 

期中平均株式数（株） 75,041 86,088 79,805 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金

額  
      

普通株式増加数（株） 434 － 118 

（うち新株予約権） (434) (－) (118) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

(新株予約権) 

株主総会の特別決議日 

平成13年12月17日 

新株予約権 25個 

株主総会の特別決議日 

平成12年８月31日 

新株予約権 61個 

株主総会の特別決議日 

平成13年４月10日 

新株予約権 333個 

株主総会の特別決議日 

平成13年８月30日 

新株予約権 529個 

株主総会の特別決議日 

平成14年８月30日 

新株予約権 761個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年２月27日発行分）

新株予約権  3,364個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年12月14日発行分）

新株予約権  932個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年２月８日発行分） 

新株予約権  2,920個 

 旧商法280条ノ19の規定に

基づく新株引受権 921株 

 平成13年改正旧商法280条

ノ20及び平成13年改正旧商

法280条ノ21の規定に基づく

新株予約権の目的となる株

式の数     49,557株 

（新株予約権の目的となる

株式の数については、当中

間連結会計期間末において

行使がなされた場合の最大

発行可能数を記載していま

す。） 

 旧商法280条ノ19の規定に

基づく新株引受権 948株 

 平成13年改正旧商法280条

ノ20及び平成13年改正旧商

法280条ノ21の規定に基づく

新株予約権の目的となる株

式の数     11,646株 

（新株予約権の目的となる

株式の数については、該当

会計年度末において行使が

なされた場合の最大発行可

能数を記載しています。） 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（第三者割当による新株式の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株式の発行につ

いて以下のとおり決議致しました。 

  なお、平成18年４月12日に払込及び発行は

完了しております。  

(1) 新株式発行要領 

① 発行新株式数     普通株式 2,739株 

② 発行価額       １株につき金73,000円 

③ 発行価額の総額   199,947,000円 

④ 資本組入額     １株につき金36,500円 

⑤ 資本組入額の総額 99,973,500円 

⑥ 申込期間        平成18年４月12日 

⑦ 払込期日        平成18年４月12日 

⑧ 配当起算日       平成18年４月１日 

⑨ 割当先及び割当株式数 

   リーマン ブラザーズ コマーシャル 

   コーポレーション アジア リミティッド 

                     2,739株 

(2) 資金の使途 

   グループ内事業の再編及び中核となる 

   CRM 関連事業のスピーディな回復と強化 

   を図るための資金に充当する。 

  
（第三者割当による新株予約権の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株予約権の発行

について以下のとおり決議致しました。 

  なお、平成18年４月12日に払込及び発行は

完了しております。  

 1. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   新株予約権の目的たる株式の種類は当社 

   普通株式とし、新株予約権の行使により 

   当社が当社普通株式を新たに発行又はこ 

   れに代えて当社の有する当社普通株式を 

   移転（以下、当社普通株式の発行又は移 

   転を当社普通株式の「交付」と総称す 

   る。）する数は、行使請求に係る新株予 

   約権の数に1,000 万円を乗じ、これを行 

   使価額（以下に定義する。）で除した 

   数とする。但し、行使により生じる1 株 

   の100 分の１未満の端数は原則として切 

   捨て、現金による調整は行わない。新株 

   予約権の行使により端株が発生する場合 

   には、商法に定める端株の買取請求権が 

   行使されたものとして現金により精算す 

   る。 

 2. 発行する新株予約権の総数 

   180 個 

 3. 新株予約権の発行価額 

   1 個当たり金23,000 円 

  （総額金4,140,000 円） 

 4. 新株予約権の払込期日 

   2006 年4 月12 日（香港時間） 

────── 

  

  
  

  

  

  

  

  

１．資本金の額の減少  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主

総会において、下記のとおり資本金の額の減

少について決議致しました。 

 ・資本金の額の減少の日程 

取締役会決議日    平成18年11月21日 

株主総会決議日    平成18年12月21日 

債権者異議申述最終期日平成19年１月31日 

           （予定) 

効力発生日      平成19年２月１日 

           （予定）  

  

２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移

行について 

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主

総会において、下記のとおり事業譲渡による

純粋持株会社体制への移行を図ることを決議

致しました。 

・減少すべき資本

金の額 

：  資本金の額

4,770,992,974円を

3,770,992,974円減

少して、

1,000,000,000円と

する。  

・資本金の額減少

の方法  

：  発行済株式総数の変

更を行わず、資本金

の額のみを減少す

る。  

（１）目的 親会社から子会社への事業

譲渡により、親会社は純粋

持株会社として全体戦略の

立案と経営管理・リスクマ

ネジメント機能に特化し、

子会社は各事業の推進母体

として事業の発展に専念す

る体制とすることで、企業

グループ全体の役割分担の

徹底と経営効率の向上を図

るため。  

（２）譲渡元 ㈱オープンループ  

（３）譲渡先 ㈱トップランダー（100%子

会社） 

（４）譲渡事業  ＩＴセキュリティ事業及び

ヒューマンリソーシズ事業 

（５）譲渡予定 

   財産  

仕掛品      649千円 

有形固定資産 30,724千円 

無形固定資産 14,397千円 

 合計    45,772千円 

（平成18年９月30日現在の

帳簿価額） 

（６）譲渡日  平成19年２月１日（予定）

 なお、（３）譲渡先 ㈱トップランダー

は、平成18年11月30日付で㈱オープンルー

プパートナーズに商号変更しております。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 5. 新株予約権の行使に際して払込をなすべ 

   き額 

(1) 新株予約権の行使に際して払込をなすべ 

    き額は、行使請求に係る新株予約権の数 

    に1,000 万円を乗じた額とする。 

(2) 新株予約権の行使に際して払込をなすべ 

    き１株当たりの金額（以下「行使価額」 

    という。）は、当初、79,000 円とす  

    る。 

 6. 行使価額の修正 

   行使価額は、本新株予約権発行の翌取引 

   日以降、各行使日（以下、「修正日」と 

   いう。）において、(1)修正日前日までの 

   各3 連続取引日（修正日前日を含み、終 

   値のない日を除く。）の、大阪証券取引 

   所における当社普通株式の普通取引の終 

   値の単純平均値、又は(2) 修正日前日ま 

   での各7 連続取引日（修正日前日を含 

   み、終値のない日を除く。）の大阪証券 

   取引所における当社普通株式の普通取引 

   の終値の単純平均値のいずれか低いほう 

   の90%で、呼値の刻み未満を切捨てた金額 

   に修正される。但し、行使価額は 

   237,000円（下記7.により行使価額が調整 

   される場合、行使価額と同時に、 

   同じ割合で調整される。）を上回らず、 

   63,200 円(以下「当初下限価額」と 

   いう。) 

   （下記7.により行使価額が調整される 

   場合、行使価額と同時に、同じ割合で 

   調整される。） 

  （以下「下限価額」という。）を下回らな 

   いものとする。なお、連続した10 取引日 

   のブルームバーグサービスのエクイティ 

   ーVAPページにおける、当社普通株式の普 

   通取引の売買高加重平均価格（以下 

   「VWAP」という。）の単純平均値が下限 

   価額を下回った場合、下限価額は、その 

   翌取引日より、下限価額の70%又は当初行 

   使価額の50%のいずれか高い方の額に再度 

   設定されるものとする。本項に基づき修 

   正された行使価額は修正日（修正日当日 

   を含む）より有効となり、修正日当日の 

   行使請求も修正された行使価額に基づい 

   て行われるものとする。 

 7. 行使価額の調整 

   行使価額は、新株予約権の発行後、当社 

   が当社普通株式の時価を下回る発行価額 

   又は処分価額で当社普通株式を発行又は 

   処分する場合には、次の算式により調整 

   される。なお、次の算式において「既発 

   行株式数」は当社の発行済普通株式総数 

  （当社が保有するものを除く。）をいう。 
              

               既発行       A 

         株式数＋―――――― 

調整後   調整前     時価 

転換価額 ＝ 転換価額×―――――――― 

               B    

          

A=（新規発行・処分株式数）×（１株当たりの発

行・処分価額） 

B=（既発行株式数）＋（新規発行・処分株式数）   

     

────── 

  

  

  

  
  

３．当社の取締役及び監査役に対するストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行する

件について  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主

総会において、下記のとおり当社の取締役及

び監査役に対するストック・オプションとし

て新株予約権を発行することを決議致しまし

た。 

1.   新株予約権を発行する理由 

当社取締役及び監査役の業績向上に

対する貢献意欲及び士気を高めるた

め 

2.   新株予約権発行の要領 

1）新株予約権の割当を受ける者 

当社の取締役及び監査役 

2）株主総会決議による委任に基づき募

集事項の決定をすることができる新

株予約権の数の上限 

3,200個 

3）新株予約権の払込金額 

無償（新株予約権につき金銭の払込

みを要しない。） 

3.   新株予約権の内容 

1）新株予約権の目的たる株式の種類及

び数 

取締役に対しては当社普通株

式 3,000株を上限とし、監査役に対

しては当社普通株式 200株を上限と

する。なお、新株予約権１個当たり

の新株予約権の目的たる株式の数

（以下「目的株式数」という。）

は、当初１株とする。 

2）新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額 

新株予約権の行使時に際して出資さ

れる財産の価額は、当該時点におけ

る目的株式数1株当たりの出資され

る財産の価額（以下「行使価額」と

いう。）に目的株式数を乗じた金額

とする。当初行使価額は、新株予約

権の割当日の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く。）に

おける㈱大阪証券取引所の当社株式

の普通取引の終値の平均値、又は割

当日の前日の終値（終値がない場合

は、それに先立つ直近日の終値とす

る。）のいずれか高い金額とし、１

円未満の端数は切り上げる。 

3）新株予約権の行使期間 

平成19年１月１日から平成23年12月

15日までの期間で当社取締役会にお

いて決定する期間とする。 

4）新株予約権の行使により株式を発行

する場合における増加する資本金及

び資本準備金 

行使に際して払込み又は給付をした

財産の額（資本金等増加限度額）と

して会社計算規則第40条第１項に定

める額の２分の１の額を資本金とし

て計上し、その余を資本準備金とし

て計上する。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

   また、当社は、当社普通株式の分割・併 

   合、又は時価を下回る価額をもって当社 

   普通株式に転換される証券若しくは転換 

   できる証券又は当社普通株式の交付を請 

   求できる新株予約権若しくは新株予約権 

   付社債を発行する場合等にも適宜行使価  

   額を調整する。 

 8. 新株予約権の行使請求期間 

   2006 年４月13 日から2008 年4 月11 日 

   まで（いずれも日本時間）。但し、下記  

   10 に従って新株予約権が消却される場合 

   には、消却される本新株予約権にかかる 

   行使期間は、当該消却のための通知に記 

   載された消却日の前取引日までとする。 

 9. 新株予約権の行使の条件 

   各新株予約権の一部行使はできない。 

10. 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

(1) 当社は、発行日以降いつでも、取締役会 

    決議に従い、新株予約権者に対して5 営 

    業日以上の書面による事前通知を行うこ 

    とにより、消却の際に発行価額の100％ 

   （但し、当社が発行日より3 暦月以内に 

   （2006 年7 月11 日（当日を含む）ま 

    で）消却を行う旨の5 営業日以上の書面 

    による事前通知を行う場合は、新株予約 

    権1 個につき、189,000 円）を新株予約 

    権者に支払って、残存する新株予約権の 

    全部（一部は不可）を消却することがで 

    きる。 

 (2) 発行会社が、2006 年10 月12 日以降 

    に、発行会社がその子会社や関連会社以 

    外の会社と統合、合併、吸収合併を理由 

    に本件新株予約権を消却する場合、発行 

    会社は新株予約権1 個当たり23,000 円 

    を新株予約権者に支払うものとする。本 

    項に定める目的のため、新株予約権者に 

    対する通知に、発行会社が依拠する当該 

    統合、合併、吸収合併の詳細を記載する 

    こととし、新株予約権者が納得できる証 

    拠を添えることとする。 

────── 

  

  

  

  

5) 新株予約権行使の条件 

①新株予約権者の相続人による新株

予約権の行使は認められない。 

②その他の新株予約権の行使の条件

は、当社と新株予約権者との間

で締結する新株予約権割当契約

書において定めるものとする。 

４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、

従業員及び社外協力者に対するストック・オ

プションとして新株予約権を発行する件につ

いて  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主

総会において、下記のとおり当社従業員並び

に当社子会社の取締役、従業員及び社外協力

者に対するストック・オプションとして新株

予約権を発行することを決議致しました。 

1.   新株予約権を発行する理由 

当社従業員並びに当社子会社の取締

役、従業員及び社外協力者 

2）株主総会決議による委任に基づき募

集事項の決定をすることができる新

株予約権の数の上限 

1,800個 

3）新株予約権の払込金額 

無償（新株予約権につき金銭の払込

みを要しない。） 

2.   新株予約権発行の要領 

1）新株予約権の割当を受ける者 

当社従業員並びに当社子会社の取締

役、従業員及び社外協力者 

2）株主総会決議による委任に基づき募

集事項の決定をすることができる新

株予約権の数の上限 

1,800個 

3）新株予約権の払込金額 

無償（新株予約権につき金銭の払込

みを要しない。） 

11. 新株予約権の発行価額及びその行使に際 

して払込をなすべき額の算定の理由 

 当社取締役会は発行日以降いつでも本

新株予約権の消却を決議することが可能

であり、且つ消却される新株予約権は消

却日以降行使できないこと等を考慮し

て、一般的な価格算定モデルであるブラ

ック・ショールズ・モデルによる算定結

果を参考に、新株予約権1 個当たりの発

行価額を23,000 円とした。さらに、新株

予約権１個の行使に際して払込をなすべ

き額は上記5.(1)記載のとおりとし、当初

行使価額は、かかる新株予約権1 個当た

りの発行価額及び市場の動向を考慮して

上記5.(2)のとおり定めた。 

12. 募集方法 

    第三者割当の方法により、全ての新株予 

    約権を特定海外投資家である 

    Lehman Brothers Commercial 

    Corporation Asia Limited 

    に割り当てる。 

13. 資金の使途 

    グループ内事業の再編及び中核となる 

    CRM 関連事業のスピーディな回復と強化 

    を図るための資金に充当する。  

  3.    新株予約権の内容 

1) 新株予約権の目的たる株式の種類及

び数 

取締役に対しては当社普通株

式 1,800株を上限とする。なお、新

株予約権1個当たりの新株予約権の

目的たる株式の数（以下「目的株式

数」という。）は、当初１株とす

る。 

2）新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額 

新株予約権の行使時に際して出資さ

れる財産の価額は、当該時点におけ

る目的株式数１株当たりの出資され

る財産の価額（以下「行使価額」と

いう。）に目的株式数を乗じた金額

とする。当初行使価額は、新株予約

権の割当日の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く。）に

おける㈱大阪証券取引所の当社株式

の普通取引の終値の平均値、又は割

当日の前日の終値（終値がない場合

は、それに先立つ直近日の終値とす

る。）のいずれか高い金額とし、１

円未満の端数は切り上げる。 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（新株予約権の権利行使による新株発行） 

 当社は、平成18年５月９日及び10日に平成

18年３月27日取締役会決議に基づく新株予約

権の権利行使により、次のとおり新株を発行

しております。  

(1) 発行した株式の種類 

   普通株式 

(2) 発行した株式の数 

   3,393株 

(3) 権利行使に係る払込総額 

   150,000千円 

(4) 新株の発行に伴い資本へ組入れる額 

    75,000千円 

(5) その他 

 当該新株予約権の権利行使に伴い、新株

予約権345千円を下記のとおり資本組入れ

しております。  

  資本金   172千円 

  資本準備金 172千円 

────── 3）新株予約権の行使期間 

平成19年１月１日から平成28年12

月15日までの期間で当社取締役会

において決定する期間とする。 

4）新株予約権の行使により株式を発行

する場合における増加する資本金

及び資本準備金 

行使に際して払込み又は給付をし

た財産の額（資本金等増加限度

額）として会社計算規則第40条第

１項に定める額の２分の１の額を

資本金として計上し、その余を資

本準備金として計上する。 

5) 新株予約権行使の条件 

①新株予約権者は、権利行使時に

おいても、当社の取締役、監査

役、従業員及び当社子会社の取

締役、監査役、並びに社外協力

者等の地位にいることを要す。 

②新株予約権者の相続人による新

株予約権の行使は認められな

い。 

③その他の新株予約権の行使の条

件は、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契

約書において定めるものとす

る。  

５．株式取得 

 当社は、平成18年12月18日開催の臨時取

締役会におきまして、当社グループのＩＴ

セキュリティ事業の拡大を目的として㈱Ｎ

ＡＪの株式取得を決議致しました。なお、

今回の株式取得により同社は当社の持分法

適用関連会社となる予定です。 

 (1) 株式取得の概要 

 ①株式取得日 平成18年12月18日 

 ②取得株式数 270株（所有割合 25.8％）

 ③取得金額  351百万円 

 (2) ㈱ＮＡＪの概要 

 ①商号    株式会社ＮＡＪ 

 ②代表者   代表取締役社長 宮野 渉 

 ③所在地   大阪市中央区北浜三丁目

１番22号 

 ④事業の内容 システム機器・ソリュー

ション販売業 

 ⑤決算期   11月30日 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    
Ⅰ 流動資産                    
１．現金及び預金 ※２ 2,261,692     572,662     2,192,514    
２．受取手形   ―     ―     1,732    
３．売掛金   595,270     124,038     618,475    
４．たな卸資産   8,549     842     2,223    
５．短期貸付金   193,637     1,350,373     507,783    
６．その他   160,296     224,881     221,387    

貸倒引当金   △114,023     △148,171     △133,290    

流動資産合計     3,105,422 82.7   2,124,628 62.1   3,410,825 86.3 

Ⅱ 固定資産                    
１．有形固定資産 ※１ 21,596     3,917     30,724    
２．無形固定資産                    
(1）ソフトウェア仮

勘定   11,935     ―     ―    

(2) その他   17,397     2,813     14,397    
計   29,333     2,813     14,397    

３．投資その他の資産                    
(1）投資有価証券   177,232     452,324     112,376    
(2) 関係会社株式   158,307     737,234     176,307    
(3）関係会社出資金   18,000     ―     ―    
(4）長期貸付金   2,100,000     2,025,000     2,100,000    
(5）破産更生債権等   1,038,487     1,039,999     1,039,999    
(6）その他   146,245     94,939     107,503    

貸倒引当金   △3,038,875     △3,058,098     △3,041,647    
計   599,398     1,291,398     494,540    

固定資産合計     650,329 17.3   1,298,130 37.9   539,663 13.7 

資産合計     3,755,752 100.0   3,422,758 100.0   3,950,488 100.0 

                     

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    
Ⅰ 流動負債                    
１．買掛金   10,500     ―     1,790    
２．１年以内償還予定

社債   60,000     60,000     60,000    

３. 賞与引当金   43,300     25,339     43,441    
４. 未払金   79,731     ―     61,398    
５．未払法人税等   39,055     ―     39,496    
６．未払消費税等 ※３ 47,227     ―     52,606    
７．その他   110,558     128,127     122,633    

流動負債合計     390,374 10.4   213,466 6.2   381,367 9.7 

Ⅱ 固定負債                    
１. 社債   90,000     30,000     60,000    
２．繰延税金負債   303     7,122     1,012    
３．その他   9,042     2,935     2,616    

固定負債合計     99,345 2.6   40,057 1.2   63,629 1.6 

負債合計     489,719 13.0   253,524 7.4   444,997 11.3 

（資本の部）                    
Ⅰ 資本金     4,570,789 121.7   ― ―   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金                    
１．資本準備金   1,538,759     ―     ―    
２．その他資本剰余金   1,279,580     ―     ―    

資本剰余金計     2,818,340 75.0   ― ―   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金                    
１．利益準備金   700     ―     ―    
２．中間未処理損失   3,759,238     ―     ―    

利益剰余金計     △3,758,538 △100.1   ― ―   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金     △4,481 △0.0   ― ―   ― ― 

Ⅴ 自己株式     △360,077 △9.6   ― ―   ― ― 

資本合計     3,266,032 87.0   ― ―   ― ― 

負債及び資本合計     3,755,752 100.0   ― ―   ― ― 

                     

（純資産の部）                    
Ⅰ 株主資本                    
１．資本金     ― ―   1,050,115 30.7   4,770,992 120.8 

２．資本剰余金                    
(1）資本準備金   ―     50,115     1,738,962     

(2）その他資本剰余
金 

  ―     2,838,973     1,279,580     

資本剰余金合計     ― ―   2,889,088 84.4   3,018,543 76.4 

３．利益剰余金                    
(1）利益準備金   ―     ―     700     

(2）その他利益剰余
金 

                   

繰越利益剰余金   ―     △365,681     △3,951,263     

利益剰余金合計     ― ―   △365,681 △10.7   △3,950,563 △100.0 

４．自己株式     ― ―   △360,117 △10.5   △360,117 △9.1 

株主資本合計     ― ―   3,213,404 93.9   3,478,855 88.1 

Ⅱ 評価・換算差額等                    
  その他有価証券評

価差額金 
    ― ―   △71,656 △2.1   1,120 0.0 

評価・換算差額等合
計 

    ― ―   △71,656 △2.1   1,120 0.0 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   27,486 0.8   25,515 0.6 

純資産合計     ― ―   3,169,234 92.6   3,505,491 88.7 

負債純資産合計     ― ―   3,422,758 100.0   3,950,488 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,206,606 100.0   1,762,685 100.0   4,524,159 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,652,402 74.9   1,213,257 68.8   3,358,779 74.2 

売上総利益     554,204 25.1   549,427 31.2   1,165,379 25.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費     859,862 39.0   568,615 32.3   1,594,162 35.3 

営業損失     305,657 △13.9   19,188 △1.1   428,783 △9.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１   11,205 0.5   25,677 1.5   24,785 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２   38,427 1.7   6,656 0.4   45,696 1.0 

経常損失     332,879 △15.1   166 △0.0   449,694 △9.9 

Ⅵ 特別利益 ※３   1,222,733 55.4   1,367 0.1   1,202,502 26.5 

Ⅶ 特別損失 ※4,5   185,207 8.4   361,756 20.6   231,467 5.1 

税引前中間(当期)
純利益又は税引前
中間純損失(△) 

    704,646 31.9   △360,555 △20.5   521,340 11.5 

法人税、住民税及
び事業税     27,676 1.2   5,125 0.2   36,395 0.8 

中間(当期)純利益
又は中間純損失
(△) 

    676,969 30.7   △365,681 △20.7   484,944 10.7 

前期繰越損失     4,436,207     ―     ―  

中間未処理損失     3,759,238     ―     ―  

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

  株主資本  

  

資本金  

 資本剰余金  利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計  

 
資本準備金  

  

その他資本

剰余金  

  

資本剰余金

合計  

  

利益準備金

  

その他利益

剰余金  利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

平成18年9月30日残高(千円) 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,951,263 △3,950,563 △360,117 3,478,855

中間会計期間中の変動額                   

 新株の発行  50,115 50,115 ― 50,115 ― ― ― ― 100,230

 減資 △3,770,992 ― 1,100,010 1,100,010 ― 2,670,982 2,670,982 ― ―

 資本準備金の取崩 ― △1,738,962 1,738,962 ― ― ― ― ― ―

 その他資本剰余金の取崩 ― ― △1,279,580 △1,279,580 ― 1,279,580 1,279,580 ― ―

 利益準備金の取崩 ― ― ― ― △700 700 ― ― ―

 中間純損失 ― ― ― ― ― △365,681 △365,681 ― △365,681

 株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千

円) △3,720,877 △1,688,847 1,559,392 △129,455 △700 3,585,582 3,584,882 ― △265,451

平成19年3月31日残高(千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088 ― △365,681 △365,681 △360,117 3,213,404

  
評価・換算差額等  

新株予約権  純資産合計  

  

  その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等 合計  
 

平成18年9月30日残高(千円) 1,120 1,120 25,515 3,505,491

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行 ― ― ― 100,230

 減資 ― ― ― ―

 資本準備金の取崩 ― ― ― ―

 その他資本剰余金の取崩 ― ― ― ―

 利益準備金の取崩 ― ― ― ―

 中間純損失 ― ― ― △365,681

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額(純額) △72,777 △72,777 1,971 △70,805

中間会計期間中の変動額合計(千

円) △72,777 △72,777 1,971 △336,256

平成19年3月31日残高(千円） △71,656 △71,656 27,486 3,169,234



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

  株主資本  

  

資本金  

 資本剰余金  利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計  
 

資本準備金  

  

その他資本

剰余金  

  

資本剰余金

合計  

  

利益準備金

  

その他利益

剰余金  利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

平成17年9月30日残

高（千円） 
4,070,476 1,038,277 1,279,580 2,317,857 700 △4,436,207 △4,435,507 △360,077 1,592,749

事業年度中の変動額                   

新株の発行  200,601 200,601 ― 200,601 ― ― ― ― 401,202

転換社債の転換 499,915 500,084 ― 500,084 ― ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― ― ― 484,944 484,944 ― 484,944

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △39 △39

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 
― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額

合計（千円） 700,516 700,685 ― 700,685 ― 484,944 484,944 △39 1,886,106

平成18年9月30日残高

（千円） 
4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,951,263 △3,950,563 △360,117 3,478,855

  
評価・換算差額等  

新株予約権  純資産合計  

  

  その他有価証

券評価差額金  

評価・換算差

額等 合計  
 

平成17年9月30日残

高（千円） 
5,872 5,872 ― 1,598,621

事業年度中の変動

額  
       

新株の発行  ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― 484,944

自己株式の取得 ― ― ― △39

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 
△4,752 △4,752 25,515 20,763

事業年度中の変動額

合計（千円） △4,752 △4,752 25,515 1,906,869

平成18年9月30日残高

（千円） 
1,120 1,120 25,515 3,505,491



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

  当社は、前事業年度において、4,436,207

千円の当期純損失を計上しました。また、当

中間会計期間においては、最終的に中間純利

益676,969千円を計上したものの、営業損失

として305,657千円、経常損失として332,879

千円を計上しております。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

  当該状況に対応すべく、当社は、「財務体

質の再強化」と「顧客構成の割合の見直しと

再構築による売上・利益の回復」に取り組ん

でおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17

年11月の総額1,000百万円の円建転換社債型

新株予約権付社債の発行及び全額の株式転換

完了、平成18年３月に決議した第三者割当に

よる新株式及び新株予約権の発行（同年４

月、新株式199百万円、新株予約権4百万円共

払込を完了）を通じて、安定的経営のベース

となる財務基盤の確保をほぼ達成することが

できました。 

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による

売上・利益の回復」については、平成電電㈱

に傾斜配分されていた経営資源の再配分を急

ピッチで進めており、損益の改善を図ってお

ります。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門におけ

る営業利益黒字化を来期初頭より実現する」

ことを必達の課題として、「事業再編」と

「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の

二面から、具体的施策の実行による早期の効

果発現を目指しております。 

  

  以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構

成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」により、継続企業の前提に関する重

要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、中間財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。 

 

  

 当社は、前事業年度において営業損失

428,783千円、経常損失449,694千円を計上し

ました（当期純利益は、484,944千円を計

上）。また、当中間会計期間においては営業

損失19,188千円、経常損失166千円、中間純

損失365,681千円を計上しております。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

  当該状況に対応すべく、当社は、当事業年

度を「強固かつ健全な経営基盤のもと、再び

の成長にむけた復活を果たす年度」と位置づ

け、これまでの「先行投資による新規事業の

育成重視型」から「本業集中による利益追求

型」へと企業体質の転換を進めております。 

 

 収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進

め、経営資源の再配分と効率的なオペレーシ

ョン体制の確立により、営業力を強化すると

ともに、顧客基盤の再構築を図り、売上高の

増加を伴う利益体質の実現を目指して参りま

す。 

 

  また、投資案件においては、安全性及び損

失回避を最優先とし、十分な調査を行い、リ

スク要素を考慮し、厳選された案件のみに限

って行って参ります。 

  

  以上の施策の実行により、継続企業の前提

に関する重要な疑義を解消できるものと判断

しております。従って、中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を反映しておりません。 

 当社は、前事業年度において、4,436,207

千円の当期純損失を計上しました。また、当

事業年度においては、当期純利益484,944千

円を計上したものの、営業損失428,783千

円、経常損失449,694千円を計上しておりま

す。 

 以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

 当該状況に対応すべく、当社は、「財務体

質の再強化」と「顧客構成の割合の見直しと

再構築による売上・利益の回復」に取り組ん

でおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17

年11月の総額1,000百万円の円建転換社債型

新株予約権付社債の発行及び全額の株式転換

完了、平成18年３月に決議した第三者割当に

よる新株式及び新株予約権の発行（同年４

月、新株式199百万円、新株予約権4百万円共

払込を完了）を通じて、安定的経営のベース

となる財務基盤を確保することができまし

た。 

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による

売上・利益の回復」については、平成電電㈱

に傾斜配分されていた経営資源の再配分を急

ピッチで進めており、損益の改善を図ってお

ります。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門におけ

る営業利益黒字化を来期初頭より実現する」

ことを必達の課題として、「事業再編」と

「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の

二面から、具体的施策の実行による早期の効

果発現を目指しております。 

  

 以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構

成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」により、継続企業の前提に関する重

要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の

影響を反映しておりません。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

  子会社株式 

 移動平均法に基づく原価法 

  子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  子会社株式 

同左 

    その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価

法 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価

法 

時価のないもの 

同左 

  

    投資事業有限責任組合へ

の出資金 

投資事業有限責任組合

損益のうち、当社に帰

属する持分相当損益を

「営業外損益」に計上

するとともに「投資有

価証券」を加減する方

法 

  

  

  

  (2）デリバティブ (2）   ─────  (2）デリバティブ 

    時価法     時価法 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

     イ）仕掛品 

  個別法に基づく原価法 

  イ）  ───── 

  

  イ）仕掛品 

個別法に基づく原価法 

     ロ）貯蔵品 

  個別法に基づく原価法 

 但し貯蔵品のうち、作業着

等については最終仕入原価

法 

  ロ）貯蔵品 

同左 

  ロ）貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物 ３～15年 

車両運搬具及び

工具器具備品  
２～15年 

   

   なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

   

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法 同左 同左 

   イ）営業権 

５年による定額法を採用して

おります。 

 イ）  ───── 

  

 イ）  ───── 

  

   ロ）  ───── 

  

 ロ）のれん 

５年による定額法を採用して

おります。 

 ロ）のれん 

同左 

   ハ）  ───── 

  

 ハ）自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採

用しております。 

 ハ）  ───── 

  

       
 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(2)    ─────  

  

  

(3) 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1)    ─────  

  

  

(2) 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(3)    ─────  

(1)     ─────  

  

  

(2) 株式交付費 

同左  

  

(3) 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

同左 同左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため

に、支給見込額のうち当中間会計

期間に負担すべき金額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため

に、支給見込額のうち当事業年度

に負担すべき金額を計上しており

ます。 

   

    

  

  

  

  

  

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前中間純利益

は159,504千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。  

（企業結合に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「企業結合に係る会計

基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及

び「事業分離等に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号)ならびに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準適用指針第10号)を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。  

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の一部改正） 

 当中間会計期間から、改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 最終改正平成18年８

月11日 改正企業会計基準第１号)及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 改正企業会計基準

適用指針第２号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は169,852千円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用して

おります。従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は3,479,976千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正による、当

事業年度における貸借対照表の「純資産の

部」については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準

等） 

 当事業年度より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第

８号 平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平

成18年５月31日）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が21,835千円減少しておりま

す。 

前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しておりました「破産更生債権等」は、重要性が増したため当中間

会計期間より区分掲記致しました。なお、前中間会計期間における

投資その他の資産の「その他」に含まれている「破産更生債権等」

は、18,985千円であります。  

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間末において区分掲記しておりました「未払金」

（当中間会計期間末45,564千円）、「未払法人税等」（当中間会計

期間末8,605千円）及び「未払消費税等」（当中間会計期間末21,603

千円）は、負債及び純資産の合計額の100分の５以下となったため、

当中間会計期間末より流動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 



追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

（不適当な合併等による猶予期間について） 

 当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワ

ークと合併しましたが、㈱大阪証券取引所か

ら、当社は実質的な存続会社ではなく「不適

当な合併等」に該当するため、猶予期間銘柄

に割り当てられております。当社は現在、同

取引所に対して猶予期間解除申請を行ってお

り、適合審査中です。猶予期間満了の平成18

年９月30日までに上場審査基準に準じた基準

に適合しない場合、監理ポストないし整理ポ

ストに割り当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。  

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

 当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニ

ュー・マーケット―「ヘラクレス」市場にお

いて、平成18年10月１日より監理ポストに割

当てられております。平成15年３月１日より

平成18年９月30日までの「猶予期間」におい

て、当社申請に基づく㈱大阪証券取引所の適

合審査を受けておりましたが、適合の認定を

受けられないまま猶予期間の期限を迎えたこ

とから、平成18年10月１日より監理ポストに

割当てられたものであります。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取

引所の適合審査が継続中であります。上場審

査基準に準じた基準に適合しない場合、整理

ポストに割当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。 

 当社と致しましては、安定した事業基盤を

確立し、経営管理体制・リスク管理体制等の

維持向上に努め、審査への適合を果たし、早

急に監理ポストから通常ポストへ復帰できま

すよう役職員一同、引き続き全力を尽くして

参ります。 

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

 当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニ

ュー・マーケット―「ヘラクレス」市場にお

いて、平成18年10月１日より監理ポストに割

当てられております。これまで当社株式は平

成15年３月１日より平成18年９月30日までを

「猶予期間」として、当社申請に基づく㈱大

阪証券取引所の適合審査を受けておりました

が、適合の認定を受けられないまま猶予期間

の期限を迎えたことから、平成18年10月１日

より監理ポストに割当てられたものです。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取

引所の適合審査が継続中であります。当社と

致しましては、経営管理体制・リスク管理体

制全般等に関して求められる適正な水準の維

持向上に努め、審査への適合を果たし、監理

ポストから通常ポストへの早期復帰を目指し

て参ります。  

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成19年３月31日現在） 

前事業年度 
（平成18年９月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  100,097 千円   4,353千円   102,557千円 

※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 

現金及び預金 59,686 千円 

 計 59,686 千円 

現金及び預金 59,718千円 

 計 59,718千円 

現金及び預金 59,690千円 

 計 59,690千円 

上記に対する債務           ― 上記に対する債務           ― 上記に対する債務           ― 

     

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３     ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「未払消費税等」と

して表示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,512千円 

受取手数料 6,971千円 

     

受取利息 14,561千円 

受取手数料 10,294千円 

受取利息 6,280千円 

受取手数料 12,786千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 3,304千円 

新株発行費  5,332千円 

社債発行費 26,745千円 

支払利息 39千円 

株式交付費  1,098千円 

投資事業組合投資損失  4,782千円 

支払利息 3,434千円 

株式交付費 8,530千円 

社債発行費 26,745千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

 なお、貸倒引当金戻入益のうち999,430 

千円は、関係会社に対する債権回収による

ものであります。 

投資有価証券売却益  32,196千円 

関係会社株式売却益  9,782千円 

貸倒引当金戻入益 1,030,754千円 

投資損失引当金戻入益 150,000千円 

  

投資有価証券売却益  1,367千円 

 なお、貸倒引当金戻入益のうち999,430 

千円は、関係会社に対する債権回収による

ものであります。 

投資有価証券売却益 33,766千円 

関係会社株式売却益  9,782千円 

貸倒引当金戻入益  1,008,715千円 

投資損失引当金戻入益  150,000千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 14,499千円 

関係会社出資金評価損 5,999千円 

投資有価証券売却損 5,203千円 

減損損失 159,504千円  (注)固定資産除却損の内訳は、建物及び構

築物2,678千円、工具器具備品2,113千円

であります。 

投資有価証券評価損 1,889千円 

関係会社株式評価損 355,073千円 

固定資産除却損(注) 4,792千円 

投資有価証券売却損 7,784千円 

投資有価証券評価損 17,609千円 

関係会社株式評価損 5,999千円 

事務所移転・縮小関連費用 12,283千円 

減損損失 169,852千円 

臨時償却 17,937千円 

※５ 減損損失 ※５     ────── ※５ 減損損失 

  当社は、当中間会計期間において以下のと

おり減損損失を認識しました。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金

額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社は、製品やサービスの性質、市場の類

似性等を勘案し、事業の種類別セグメントを

基礎として、ＩＴセキュリティ事業、ゼネラ

ルアウトソーシング事業、セールスアウトソ

ーシング事業、共用資産の各別に資産のグル

ーピングを行っております。  

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

札幌市

中央区

他 

ＩＴセキュ

リティ事業

開発用設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

商標権 

793

20,041

292

 小計 21,128

東京都

新宿区

他 

セールスア

ウトソーシ

ング事業営

業用備品等 

建物附属設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

18,631

18,671

36,525

 小計 73,828

札幌市

中央区

他 

共用資産管

理用設備他 

建物附属設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

リース資産 

9,838

13,090

19,257

22,362

 小計 64,548

     合計 159,504

   当社は、当事業年度において以下のとおり

減損損失を認識しました。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金

額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社は、製品やサービスの性質、市場の類

似性等を勘案し、事業の種類別セグメントを

基礎として、ＩＴセキュリティ事業、ゼネラ

ルアウトソーシング事業、セールスアウトソ

ーシング事業、共用資産の各別に資産のグル

ーピングを行っております。        

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

札幌市

中央区

他 

ＩＴセキュ

リティ事業 

開発用設備 

工具器具備品 

ソフトウェア 

その他 

793

20,041

4,608

 小計 25,444

東京都

新宿区

他 

セールスア

ウトソーシ

ング事業 

営業用備品

等 

建物 

車両運搬具 

工具器具備品 

ソフトウェア 

18,784

694

18,671

36,525

 小計 74,675

札幌市

中央区

他 

共用資産 

管理用設備

他 

建物 

工具器具備品 

ソフトウェア 

リース資産 

12,626

15,144

19,599

22,362

 小計 69,733

     合計 169,852

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加 0.5株は、端株の買取による増加であります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（減損損失の認識に至った経緯）          

  当社は、平成17年10月３日に平成電電㈱の

民事再生手続開始の申立てがあったことによ

り、前事業年度において大幅な当期純損失を

計上しました。当中間会計期間においても、

当社の資産が使用されている事業に関連し

て、経営環境の悪化が未だ一部継続してお

り、当社の資産に減損が生じている可能性が

存在しておりました。        

  当社は、資産のグルーピングを行ったの

ち、資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローの総額と帳簿価額との比較

を行いましたが、前者が後者を下回る資産グ

ループがあったことから、これらの資産グル

ープについて減損損失を認識することとしま

した。     

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額によ

り測定しております。 

 償却性資産については、減価償却計算に用

いられる税法規定等に基づく残存価額を正味

売却価額として算定しております。 

────── （減損損失の認識に至った経緯）          

  当社は、平成17年10月３日に平成電電㈱の

民事再生手続開始の申立てがあったことによ

り、前事業年度において大幅な当期純損失を

計上しました。当事業年度においても、当社

の資産が使用されている事業に関連して、経

営環境の悪化が未だ一部継続しており、当社

の資産に減損が生じている可能性が存在して

おりました。        

  当社は、資産のグルーピングを行ったの

ち、資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローの総額と帳簿価額との比較

を行いましたが、前者が後者を下回る資産グ

ループがあったことから、これらの資産グル

ープについて減損損失を認識することとしま

した。      

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額によ

り測定しております。 

 償却性資産については、減価償却計算に用

いられる税法規定等に基づく残存価額を正味

売却価額として算定しております。       

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 13,391千円 

無形固定資産 21,611千円 

有形固定資産 1,883千円 

無形固定資産 2,024千円 

有形固定資産 16,777千円 

無形固定資産 24,944千円 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

 自己株式         

普通株式 2,301.6 － － 2,301.6 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

 自己株式         

普通株式 2,301.1 0.5 － 2,301.6 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間（平成18年３月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間（平成19年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（平成18年９月30日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 １株当たり情報注記は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額 

中間期

末 

残高相

当額 

工具器具

備品 
42,884 23,983 18,543 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 11,319 3,818 172 

合計 58,195 35,302 22,362 530 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額 

中間期

末 

残高相

当額 

工具器具

備品 
42,884 34,070 8,456 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 14,727 410 172 

合計 58,195 48,797 8,866 530 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額  

期末 

残高相当

額 

工具器具

備品 
42,884 29,232 13,293 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 13,023 2,114 172 

合計 58,195 42,255 15,408 530 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額  

１年内 13,012千円 

１年超 10,630千円 

合計 23,643千円 

リース資産減損
勘定の残高  22,362千円 

未経過リース料中間期末残高相当額  

１年内 7,246千円 

１年超 3,384千円 

合計 10,630千円 

リース資産減損
勘定の残高  8,866千円 

未経過リース料期末残高相当額  

１年内 11,851千円 

１年超 5,220千円 

合計 17,071千円 

リース資産減損
勘定の残高  15,408千円 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料 6,981千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

―千円 

減価償却費相当額 6,552千円 

支払利息相当額 429千円 

減損損失  22,362千円 

支払リース料 6,620千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

6,541千円 

減価償却費相当額 6,226千円 

支払利息相当額 394千円 

減損損失  ―千円 

支払リース料 13,822千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

6,953千円 

減価償却費相当額 12,974千円 

支払利息相当額 847千円 

減損損失  22,362千円 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

（第三者割当による新株式の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株式の発行につ

いて決議致しました。 

  なお、詳細については、「１．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）第三

者割当による新株式の発行」に記載のとおり

であります。 

  

（第三者割当による新株予約権の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株予約権の発行

について決議致しました。 

  なお、詳細については、「１．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）第三

者割当による新株予約権の発行」に記載のと

おりであります。 

  

（新株予約権の権利行使による新株発行） 

 当社は、平成18年５月９日及び10日に平成

18年３月27日取締役会決議に基づく新株予約

権の権利行使により、次のとおり新株を発行

しております。  

 なお、詳細については、「１．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）新株

予約権の権利行使による新株発行」に記載の

とおりであります。 

────── 

  

  

  

  

  

１．資本金の額の減少  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株

主総会において、資本金の額の減少につい

て決議致しました。 

  なお、詳細については、連結財務諸表に

おける「（重要な後発事象）１．資本金の

額の減少 」に記載のとおりであります。  

  

２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移

行について 

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主

総会において、事業譲渡による純粋持株会社

体制への移行を図ることを決議致しました。

    

  なお、詳細については、連結財務諸表にお

ける「（重要な後発事象）２．事業譲渡によ

る純粋持株会社体制への移行について」に記

載のとおりであります。  

  

３．当社の取締役及び監査役に対するストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行する

件について  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主

総会において、当社の取締役及び監査役に対

するストック・オプションとして新株予約権

を発行することを決議致しました。   

  なお、詳細については、連結財務諸表にお

ける「（重要な後発事象）３．当社の取締役

及び監査役に対するストック・オプションと

して新株予約権を発行する件について 」に記

載のとおりであります。  

  

４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、

従業員及び社外協力者に対するストック・オ

プションとして新株予約権を発行する件につ

いて  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主

総会において、当社従業員並びに当社子会社

の取締役、従業員及び社外協力者に対するス

トック・オプションとして新株予約権を発行

することを決議致しました。   

  なお、詳細については、連結財務諸表にお

ける「（重要な後発事象）４．当社従業員並

びに当社子会社の取締役、従業員及び社外協

力者に対するストック・オプションとして新

株予約権を発行する件について 」に記載のと

おりであります。  

 



前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

────── ────── ５．株式取得 

 当社は、平成18年12月18日開催の臨時取

締役会におきまして、当社グループのＩＴ

セキュリティ事業の拡大を目的として㈱Ｎ

ＡＪの株式取得を決議致しました。なお、

今回の株式取得により同社は当社の持分法

適用関連会社となる予定です。 

 詳細については、連結財務諸表における

「（重要な後発事象）５．株式取得」に記

載のとおりであります。 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(１) 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主

の異動）の規定に基づくもの  

平成18年11月９日 

北海道財務局長に提出 

(２) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号及び第16号

（営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けに係る契約の締結）の規

定に基づくもの 

平成18年11月21日 

北海道財務局長に提出 

(３) 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号（新株予約

権証券の発行）の規定に基づくもの  

平成18年11月29日 

北海道財務局長に提出 

(４) 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主

の異動）の規定に基づくもの 

平成18年12月５日 

北海道財務局長に提出 

(５) 
有価証券報告書及びその添付書

類  

事業年度 自 平成17年10月１日 

(第９期) 至 平成18年９月30日  

平成18年12月25日 

北海道財務局長に提出 

(６) 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態

及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定に基づくも

の 

平成19年５月11日 

北海道財務局長に提出  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成１８年６月２６日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ      

   取  締  役  会      御  中  

  ビーエー東京監査法人  

 
代 表 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 原 伸之  印 

  業務執行社員   公認会計士 若槻  明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オープンループの平成17年10月１日から平成18年9月30日までの連結会計

年度の中間連結会計期間(平成17年10月1日から平成18年3月31日まで)に係る中間連結財務諸表、

すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成18年3月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年10月１日から平成18年3

月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計

年度において4,305,694千円の当期純損失を計上し、当中間連結会計期間においても298,002千

円の営業損失及び332,509千円の経常損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシ

ュ・フローについても前連結会計年度782,108千円及び当中間連結会計期間348,945千円と連続

してマイナスとなっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に

対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。  

(2) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中

間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により

中間連結財務諸表を作成している。 

(3) 重要な後発事象に第三者割当による新株式の発行、第三者割当による新株予約権の発行及び

新株予約権の権利行使による新株発行に関する記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成１９年６月２７日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ      

   取  締  役  会      御  中  

  ビーエー東京監査法人  

 
 指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 原 伸之  印 

 
 指定社員 

 業務執行社員 
  公認会計士 若槻  明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オープンループの平成18年10月１日から平成19年9月30日までの連結会計

年度の中間連結会計期間(平成18年10月１日から平成19年3月31日まで)に係る中間連結財務諸表、

すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成19年3月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年10月１日から平成19年3

月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

１．  継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、当中間

連結会計期間において重要な中間純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連

結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間

連結財務諸表には反映していない。 

２．  追加情報に記載のとおり、会社の株式は、平成18年10月１日より㈱大阪証券取引所にお

いて監理ポストに割当てられており、同取引所の適合審査が継続中である。上場審査基準

に準じた基準に適合しない場合、整理ポストに割当てられ、上場廃止となるおそれがあ

る。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成１８年６月２６日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ      

   取  締  役  会      御  中  

  ビーエー東京監査法人  

 
代 表 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 原 伸之  印 

  業務執行社員   公認会計士 若槻  明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オープンループの平成17年10月１日から平成18年9月30日までの第9期事

業年度の中間会計期間(平成17年10月1日から平成18年3月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループの平成18年3月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間(平成17年10月１日から平成18年3月31日まで)の経営成績に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前事業年度

において4,436,207千円の当期純損失を計上し、当中間会計期間においても305,657千円の営業

損失及び332,879千円の経常損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映してい

ない。 

(2) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会

計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務

諸表を作成している。 

(3) 重要な後発事象に第三者割当による新株式の発行、第三者割当による新株予約権の発行及び

新株予約権の権利行使による新株発行に関する記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

      平成１９年６月２７日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ      

   取  締  役  会      御  中  

  ビーエー東京監査法人  

 
 指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 原 伸之  印 

 
 指定社員 

 業務執行社員 
  公認会計士 若槻  明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オープンループの平成18年10月１日から平成19年9月30日までの第10期事

業年度の中間会計期間(平成18年10月1日から平成19年3月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループの平成19年3月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間(平成18年10月１日から平成19年3月31日まで)の経営成績に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．  継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、当中間

会計期間において重要な中間純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表

には反映していない。 

２．  追加情報に記載のとおり、会社の株式は、平成18年10月１日より㈱大阪証券取引所にお

いて監理ポストに割当てられており、同取引所の適合審査が継続中である。上場審査基準

に準じた基準に適合しない場合、整理ポストに割当てられ、上場廃止となるおそれがあ

る。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 
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